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Ⅰ．営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査の   

実施について  

1 経緯等   

株式会社コムスンの不正事案を受け、介護サービス事業者による不正事案の   

再発を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関   

する基本方針2007」（平成19年6月19日に閣議決定）においては、「医   

療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を推進することとされ、同プ   

ログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令準守を徹底させるため、  

「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の全ての介護サー   

ビス事業所に対し指導監査を実施」することとされたところである。  

○ 経済財政改革の基本方針2007（平成19年6月19日閣議決定）  ）
 
 

抄
 
（
 
 

第3章 21世紀型行財政システムの構築   

1．歳出・歳入一体改革の実現   

【具体的手段】  

（2）社会保障改革  

① 医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム  

医療・介護サービスについて、質の維持向上を図りつつ、効  

率化等により供給コストの低減を図る。このため、以下の  

取組を盛り込んだ平成20年度から24年度までの 

を基本とする「医療・介護サービスの質向上・即  

グラム」等を推進する。  

「医療・介護サービ不の質向上・効率化プログラム」（抄）  

（平成19年5月15日 経済財政諮問会議 柳沢厚生労働大臣提出資料）   

取組：（2）サービスの質向上・効率化   

観点：9． 不正な保険医療機関、介護サービス事業者等への指導・監  

査の強化   

主な目標・指標：平成24年度までに、営利法人の全ての介護サービス  

事業所に対し指導監査を実施  
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2 基本的な実施方法等について  

（1）実施方針  

前記の営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査につい   

ては、各事業所における「人員、設備及び運営基準」の遵守状況の確認を行   

う観点から実施するものであることから、介護保険法第5章の各規定に基づ   

く監査として実施する。  

（2）監査計画の策定等について  

当該監査たっいては、平成20年度から平成24年度までの5か年で、営   

利法人が運営する全サービス事業所に対して実施する必要があることから、   

各都道府県及び市町村におかれては、以下の事項に留意のうえ、5か年間の   

監査計画（全体計画）と単年度の実施計画を策定されたい。   

・全体計画の策定にあたっては、平成20年4月1日現在の営利法人が  

行う指定事業所数をもって、平成24年度までの各年度における監査実  

施対象事業者数を盛り込んだものとすること。   

・各年度末には当該年度の実施状況を踏まえて、次年度の計画の策定及  

び必要に応じて全体計画の見直しを行うこと。   

・全体計画策定後に新規指定された事業所についても監査の対象となる  

ことから、適宜、各自治体において実施時期を考慮し、全体計画の見直  

しを行うこと。  

（3）監査実施方法について  

当該監査の実施にあたっては、多数の事業所に対し5か年で実施する必要   

があるが、各都道府県及び市町村の実施体制等を考慮し、書面による審査を   

行うなど 

書面による審査については、  

①自己点検シート（標準様式を参考に各自治体で様式作成）により、事業  

所において「人員●、設備及び運営基準」の遵守状況の確認を行うとと  

もに、介護保険法第5章の各規定に基づく報告徴収として、当該シー  

トの提出を受ける。  

②都道府：県及び市町村において、当該シートの記載内容について点検を  

行った上で、必要に応じ実地検査を行う。  
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ことが考えられる。   

ついては、自己点検シートを活用した監査を実施する場合の手順等をお示  

しするので参考にされたい。  

（4）自己点検シート（標準様式例）（案）に関する意見について  

今回お示しする自己点検シート（標準様式例）（案）について、特段の   

ご意見等がある場合には、平成20年5月28日（水）までに、当室指導   

係あてまで連絡をいただきたい。  

各自治体からのご意見等を踏まえた見直しを行った上で、6月初旬を目   

処に通知する予定であるので了知されたい。  
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【監査対象事業所に対する自己点検シート作成及び提出指示】  

① 各自治体において、事業者において「人員、設備及び運営基準」の遵守   

状況について確認を行うための自己点検シートを作成する。  

自己点検シートの作成にあたっては、別添にある主なサービス種類毎の   

人員、設備及び運営基準に係る自己点検シートの標準様式を参考にして作   

成すること。  

なお、標準様式については、各自治体において適宜変更しても差し支え   

ないが、次の点に留意する等して、各自治体及び監査対象となる事業所の   

事務負担の軽減について、十分な配慮を願いたい。  

・ 自治体が作成する自己点検シートの内容について、標準様式の内容  

と著しく帝離しないようにすること。   

・自己点検シートの提出にあわせ、添付資料の提出を求める場合につ  

いては、既存の資料等で対応できるような内容とすること。   

・特に、複数の自治体において広域的な事業を行っている事業者につ  

いては、他の自治体が実施する自己点検シートの内容と敵額吾がないよ  

うにすること。  

② 各事業者に対して、介護保険法第5章の各規定に基づく報告徴収とし   

て、自己点検シートを送付するとともに、期限を定めて当該シートの記   

載及び提出を指示すること。  

なお、自己点検シートの提出を指示する際には、事業者に対して、虚  

偽の報告が認められた場合には、指定取消等の行政処分となることの周   

知徹底を図ること。  

【提出された自己点検シートの内容確認】   

提出された自己点検シートについて人員、設備及び運営基準上の各点検項  

目について、次に掲げる事案が認められるか確認すること。   

また、各項目について基準に適合しない事項（「不適」となっている事項）  

については、その「事由」及び「改善状況」を附記することとしていること  

から、事業所が抱えている問題点について、改善の見込みがあるか等につい  

ても確認すること。  
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① 自己点検シートの設問による回答が「不適」となっているものがある   

か。不適の場合、その「事由」及び「改善状況」の記述内容により、基   

準上の問題又は疑義が認められるか。  

② 人員基準に係る記載内容並びに添付させる「既存の前1月分（特定施   

設は前年度分）の利用実績（利用者数、サービス提供時間数等）及び前   

1月分の勤務表」により人員基準上の問題又は疑義が認められるか。  

【必要に応じた実施検査】   

自己点検シートの内容確認の結果、基準上の問題点又は疑義が認められる  

事業所に対しては、立入検査の実施によりその内容について検査を行うもの  

とする。   

なお、基準上の問題又は疑義が認められない事業所であっても、記載内容  

の確認を行うための立入検査を実施して差し支えないので、各自治体におい  

て適宜判断されたい。   

また、立入検査の結果、基準違反等が認められた場合には、その内容等に  

応じ、改善指導、改善勧告又は効力の停止・指定取消等を検討すること。  

3．監査計画及び監査実施状況に関する報告について  

各自治体における実施予定等を把握するため監査計画の内容について、別途   

報告をいただく予定にしているので、ご協力をお願いしたい。  

また、営利法人の事業所に対する監査の実施状況についても、毎年度報告を   

いただいている監査結果等の状況報告と併せて、報告をいただく予定にしてい   

るので、ご協力をお願いしたい。  
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Ⅱ．指導監査業務の標準化等について  

1 指導監査業務の標準化について  

（1）指導監査業務の標準化に関する指摘について  

自治体が行う指導監督業務の標準化については、「介護事業運営の適正化に   

関する有識者会議報告書」（平成19年12月3日）において、「法令の規定   

を過度に厳格にとらえたり、介護報酬の返還のみの指導に偏っていたりするな   

ど、各自治体や担当者ごとに判断にバラツキが見られるとの指摘もあることか   

ら、監査指導業務の標準化を図る必要がある。」との報告を受けている。  

また、社会保障審議会介護保険部牟の意見（平成20年2月6日）において   

も、制度の見直しに当たっては、「指導内容について過度なばらつきが生じな   

いよう標準化に向けた措置を講じること。」とされているところである。  

さらに、今国会の介護保険法の一部を改正する法律案の審議においても、「指   

定の申請時に出す書類が自治体によって違うケースがあり、また、ある自治体   

では保険給付が認められたが、ほかの自治体では認められなかったケース、ま   

た、ある自治体では指導を受けなかった事例が、ほかの自治体では改善勧告を   

受けたというようなケースがある」との指摘もされたところである。  

（2）指導監査業務に関するアンケート調査について   

自治体の指導監査を受けている現場において、どのような事例によるバラツ   

キが生じているのか実態を把握するため、主な居宅系介護サービス関係団体に   

対しアンケート調査を行ったところ、   

①人員、設備及び運営に関する基準以上の対応を求めている事例   

②事業所に対し誤った指導を行っている事例   

③自治体間の連携がなされていない事例   

④不適切な言動・指導が行われた事例   

等が見受けられたところである。  

また一方で、事業者の理解不足によりバラツキのある指導と誤認されている   

事例も見受けられた。  
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事業者団体の指導監査の「バラツキ」に関する  

アンケート結束の主な事例の概要  

①人員、設備及び運営に関する基準以上の対応を求めている事例  

（指導の際に、基準以上の要件を課している）   

● 生活相談員の資格要件として、社会福祉士（平成19年4月以降は介  

護福祉士も可）又は社会福祉主事の任用資格を求めている。（特定施設  

生活介護）   

● 役員名簿に、公認会計士の監査役を介護保険上の役員名簿に記載する  

よう指導を受けた。（福祉用具）  

②事業者に誤った指導を行っている事例  

（指導の際に、「人員、設備及び運営基準」の廃釈を誤ったまま指導している）   

● 就業規則上、介護職員は週40時間、看護職員は週32時間と定めてい  

たが、看護職員の常勤換算上の計算においては週40時間で計算するよ  

う求められた。（特定施設生活介護）   

● 特定施設サービス計画（ケアプラン）の様式について、・事業者独自の   

様式を認めないという自治体の担当者が散見される。（特定施設生活介  

護）   

● 施設内で家族に対し食事を提供してはならない。（認知症対応型共同生  

活介護）   

● 管理者は、兼務ができない。（訪問者護）   

● 管理者の換算数は0．5で計算すること。（訪問看護）  

● 利用者数に対し、福祉用具専門相談の職員数が少ない。（7名）との指雪  

導があり、人員を増員した。（福祉用具）  

③自治体間の連携がなされていない事例  

（指定権者と保険者とで異なる見解を事業者側に指導している）   

● 計画作成担当者の資格要件が自治体により違う。従事者の員数第90  

条10項の経験年数の解釈について、 都道府県は介護経験5年以上と  

し、市町村は3年以上とした。（認知症対応型共同生活介護）  
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● 保険者より認められていた訪問介護サービスを、都道府県の検査官が  

不正と判断。下肢筋力の向上や維持・認知症の利用者に対する閉じこ  

もり防止等を目的とした外出支援。（訪問介護）  

ちょっと理解できない点は、13日後の2月12日に県管轄の健康福祉  

センター監査指導課（このときは通所含む）が実地指導で来所したこ  

とです。市の方に指導前に、県も実地指導に入る旨を伝えましたが、  

横のつながりはないとのことで、別々に実地指導を受ける形になりま  

した。この2箇所が同じ時期というか、時期だけでなく、2箇所来る  

ことの無駄を感じました。  

制度開始以降、一度も監査がない。（福祉用具）  

不適切な言動・指導が行われた事例  

● 指導時に、質問しようとすると、監査に切り替えると言われた。 ・  

● 「早朝加算を算定しようとする場合に、全体のサービス提供時間帯に  

占める割合がごくわずかな場合‥の、“ごくわずかな”について、事  

業者として、どのような割合が適正であるとしているのか回答しなさ  

い。」といった、事業者が答えるべきもので無いことについて回答を求  

められた。（訪問介護）  

一方、事業者の理解不足により、バラツキのある指導だと誤認されている  

事例（事業者側が、基準とは異なる解釈をし、指導が間違っていると指摘  

している）   

● 【入居者が希望する個別選択サービス】に対応する介護職員の勤務時  

間数を基準配置から算定除外するのは、現実的に積算が困難である。  

（特定施設生活介護）  

● 事業開始時、利用者の数に関わりなく2．5人は必須。（訪問介護）  

● あらかじめ届けている販売価格（カタログ記載トと、実際の販売費用  

の額が一致していないと指導を受けた。（福祉用具）  

注：このアンケート結果の事例は、事業者団体からのアンケート結果の抜粋  

であり、事実関係や前後の状況を確認したものではない。  
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（3）アンケート調査結果を踏まえた指導監査の際の留意事項  

アンケート調査を踏まえ、指導監査にあたっては、以下の点に留意して実施   

するようお願いする。   

・指導監査を行う際には、法令等の根拠に基づいた指導を行うよう十分に留  

意するとともに、当該根拠規定等について事業者に説明を行うなど、指導  

の趣旨・内容について十分な理解を得るよう努めること。また、サービス   

の質の確保・向上などを目的とした助言を行う場合には、法令等に係る指  

導等と区分して行うこと。   

・都道府県と市町村間において監査実施計画等の情報を共有し、両者が同一  

の事業者に指導監査を実施する瘍合には合同による指導監査を実施するな  

ど、各自治体間の連携を図り、実施すること。   

・指導監査に関する知識及び技術の向上を図り、根拠の無いゝ誤った指導を行  

わないこと、不適切な言動・指導と誤解されないこと等に十分に注意する  

こと。   

・事業者からの疑義が多い事項や、事業者の誤った解釈により事業運営がさ  

れていた事例等については、集団指導等の機会を通じ、事業者に十分に注  

意喚起を図ること。  

2 指導指針及び監査指針の理解の徹底等について   

（1）指導指針及び監査指針の理解の徹底について  

平成20年2月27日に開催した全国担当課長会議においてもお願いし   

たところであるが、介護保険における指導監査については、平成18年4月   

に施行された改正介護保険法において「指導」■と「監査」とが明確に区分さ   

れ、これを受けて発出した「介護保険施設等の指導監督について」（平成1   

8年10月23日老発1023001号）に規定した「介護保険施設等指導指針」、   

「介護保険施設等監査指針」おいて、   

・「指導」においては、介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上  

を図ることを主眼とする。   

・「監査」は、指定基準違反や不正請求等が疑われるとき、その確認及び  

行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保険法第5章の規定に  

基づき実施する   

旨の整理を行ったところである。  
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しかしながら、この「指導」と「監査」の区分の趣旨について適切な理解  

がないまま、法に基づかない指導監督を実施している例も見受けられる。   

介護サービス事業者に適正な法令遵守を求めるかぎり、介護サービス事業  

者に対する行政上の関与においても、法令に基づいて実施することは当然な  

ところであることから、あらためて制度改正の趣旨の理解に努めていただく  

とともに、管内市町村にも再度周知いただくようお願いする。  

（2）指導指針に規定された実地指導の実施状況について   

指導指針の見直し等に関する実施状況については、平成20年2月に「指  

導指針に規定された実地指導の実施状況について」により報告を求めたとこ  

ろである。今般、その結果をとりまとめたので参考にされたい。   

いただいた報告によると、   

① それぞれの自治体における指導指針について、「介護保険施設等指導  

指針」の改正内容に基づいた見直しが行われていない自治体が見受けら  

れたところである。  

平成20年4月に改正を予定している旨の報告いただいた自治体も  

あるが、まだ、「介護保険施設等指導指針」に基づく指導指針等の見直し  

を行っていない自治体においては、速やかに指導指針等の策定・改正を  

行っていただくようお願いする。   

② また、多くの自治体で、実地指導の際に「介護保険施設等指導指針」  

に基づく資料以外に、人員、設備及び運営基準わ状況を確認するための  

事前提出資料の作成を求めていることが見受けられたところである。  

改正後の「介護保険施設等指導指針」においては、従来の「主眼事項  

及び着眼点」に基づき、関係書類を閲覧する旨の規定を削除し、実地指  

導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求  

めるよう改めたところである。  

実地指導マニュアルにおいては、行動障害のある利用者等のリストの  

作成、各種加算等自己点検シートによる自己点検及びその内容が確認で  

きる既存書類等の準備を求めているが、それ以外の新たな資料の作成は  

求めていないところであるので、その点を十分にご理解いただき実地指  

導に当たられたい。  
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※報酬請求に不正が確認された場合 

行政処分  行政指導   
r■■‘■●■■－一一■■■■■  

l改善勧告に ：  
：至らない場合－ ＿＿．．■ ■＿ ＿ ■－ ■．■■一．－ ■■  

※第76条の2第2項等  遵守すべき事項が明確にさ  
いる場合においては、意見  

ヽ －′○通報・苦情・相談等に＼ l   甘 ノご ノ1圭加  基づく情報     ・  
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Ⅲ⇒  
l O介護給付費適正化シス：  テムの分析から特異傾   

：  

向を示す事業者  ■  
l  

O介護サービス情報の公：   

表制度に係る報告の拒：  

l否等に関する情報  ノ  

※上記の情報に基づき   
機動的な監査の実施  
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U
 
 

荘重議晶討  ※条文は指定の取消と同じ  
＜利点＞   

①不適正な部分のみサービスの  
停止ができるといった柔軟性   

②不正請求の事実の証拠固めを  
するための報告徴収や検査を  
十分に行うことができる。  

iをとらなかっ： たと   

き  ■  

経済上の措置  
（指定基準違反を伴う場合）  

返還金＋加算金（第22姦策3項）  返還金（第22条第3項）  過誤調整   

23日老発第1023001号厚生労働省老健局長通知）   ※「介護保険施設等の指導監督について」（平成18年10月  



′一平成17年制度改正   （平成1  2～17年度）  ヽ
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－
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■
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■
■
■
 
 

脚鮎成12年度以降】  鼎鮎成一8年掴】  
・集団指導を強化し、指定制度、事後規制の理解の促進  
（書面特訓こついては全面的に廃止）  

一指定基準遵守の周知徹底   

・介護報酬請求に係る過誤・不正防止  

；【指定の更新制度】  

：○指定の更新制の創設  

い指定の効力に有効期間（6年）  

拒否要件の創設  

l 字 

を付与  

卜立入検査規程を導入  

「改善勧告」  
l ‾■■ヽ R ■l■ 1■ J C．．Jl：■■lRL′l■  

介護サービス事業者を集め、講習方式  
制度や報酬請求解釈等について周知  

指導に参加しなかったサ＿  

ス事業所等を対象に、「主眼事項及び着  
眼点」に基づき、基準の遵守状況等につ  
いて確認   

実地指導  
施設サービス事業所は2年、居宅サービ  
ス事業所は3年に一度、「主眼事項及び  
着眼点」に基づき、基準の遵守状況及び  
運営状況、並びに報酬請求等の確認  

0実地指導  
【介護保険施設等実地指導マニュアル平成19年2月相通知】  

一利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束  

廃止や虐待の防止等への取組に関する指導強化  
（監査の前tとしての実地指導の取り止め）  

（常時実施するよう改正）  

（主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実地持導を廃止しそれに伴う事前資料の  

作成・提出を不要とした）  

・・不正請求等に対して「指定の感  

、 

：力の一部又は全部停止」を追叫  

、、＿……‥＿…＿  

・介護報酬の各種加算等について請求の不適正な取りま  
いの是正  

【監査指針平成18年度以降】  

0監査  

・法令等に基づ書基準の遵守状況確認の徹底  

・市町村への監査権限の付与こよる、監査体制の強化  
・利用者等からの苦情や通報等に基づき立入検査等に  
る機動的な監査を実施  

【監査指針平成12年度以降】  

○監査   

不正請求や実地指導に従わない事業所   

に対し、監査指針に基づき監査を実施  

監査後の行政処分として、「指定取消」を   
実施  ・不正請求や違反事項に応じた、「改善勧告」「改善命令」  

「指定の効力の一部又は全部停止」「指定取消」（彷政処  

分の実施を強化   



【参考資料】 

指導指針に規定された実地指導の実施状況について  

（平成20年2月時点）  

1．老発1023001号通知に基づく指導指針の策定・改正状況  

◎仁全体では、8ム 4％の自治体が策定■改正済みであを。 

○都道府県では、85．1％の自治体が策定t改正済みである。  

○指定都市では、82．3％  ′′  

○中核市では、 85．7％  ′′  

※平成20年度中には、ほぼ全ての自治休で策定・改定済みとなる予定  

2．事前提出資料の作成状況   

指導指針策定・改正済みの自治体のうち、   

◎ 76．3％の自治体が事前提出資料の作成を求めている。  
○都道府県では、80．0％の自治体が事前提出資料を求めている。  

○指定都市では、’85．7％  〝  

○中核市では、 63．3％  JJ  

3、指導要綱等における事前提出資料様式に関する定め   

事前提出資料を求めている自治体のうち、事前提出資料に関して、   
◎ 31．2％の自治体が要綱等に定めている。  

○都道府県では、42．4％の自治体が要綱等に定めている。  

○碍定都市では、25．0％  

○中核市では、 26．3％  
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指導指針に規定された実地指導の実施状況総括表  
【都道府県】  

No  都道府  県   
毛農相23001号通知に凛づく指導指針の策定・改正概況    職脊軒の作成、   持寄香炉育た育汗毒草前提  

出資料様式に関する定め     既に行っている  行っていない  賃定・改正（予定）時納  求めていない■  求めている   

山  北海道  ○  平成19年4月  ○   （〕   

2  青森県  ○  平成19年6月  ○  

3  岩手県  ○  平成18年8月  ○   ○   

4  宮城県  ○  平成19年8月   ○  

5  秋田県  ○  平成19年4月  ○  

6  山形県  ○  平成19年6月  ○   ○   

7  福島県  ○  平成19年5月  ○   ○   

8  茨城県  ○  
県  

平成19年7月  ○  

9  栃木  ○  未定   

10  群馬県  ○  平成19年4月  ○  

印  蟻玉県  ○  平成19年5月  ○  

12  千菓県  ○  平成19年4月  ○   ○   

13  東京都  ○  平成19年5月  ○  

14  神奈川  県  ○  平成19年4月  ○   ○   

15  新潟県  ○  平成19年4月  ○   ○   

16  富山県  ○  平成19年12月  

17  石川県  ○   平成20年4月   

18  福井県  ○  未定   

19  山梨県  ○  平成19年4月    ○  
20  長野県  平成19年3月   ○  

21  瞳鼻県    ○    平成19年5月   ○  

22  静l笥県  ○  平成19年7月  ○   ○   

23  愛知県  平成19年5月  ○  

24  三重県  ○  平成19年4月  ○   ○   

25  滋賀県  ○  平成19年3月 ○  

26  京都府  ○  平成19年5月  ○  

27  大阪府  ○  平成19年3月  ○   ○   

28  兵庫県  ○  平成19年10月  ○   

2g  奈良県  ○  平成19年4月  ○  

30  和歌山  県  ○  平成19年4月  ○  

31  鳥取県  ○  平成19年11月  ○  
32  島根県  ○  平成19年4月   ○  

33  岡山県  ○  平成19年4月  ○   ○   

34  広島県  ○  平成19年6月  ○ 
35  山口県  ○  平成19年4月  ○  

36  徳島県  ○  平成19年3月  ○  

37  香川県  ○  未定   

38  愛媛県  ○  平成19年4月  ○   ○   

39  高知県  ○  平成20年4月  一■一一一一r  一■一一一一r  

40  福周県  ○  平成20年4月  一一一一一r     ／  
41  佐賀県    ○    平成19年4月  ○  

42  長崎県  ○  平成19年4月   ○  

43  熊本県    ○    平成18年11月  ○  
44  大分県  ○  平成20年4月  一■一一一一r     ／  

45  宮崎県  ○  平成19年6月  ○   ○  

46  鹿児島  県  ○  平成19年6月  ○  

47  沖縫県  ○  平成19年5月   0  
合 計  40   7  8   32   14   

実施率  85．1％  14．9％  20．0％   80．0％   42．4％   

状況」における実施率は、指針の策定磯正を行っていない自治体  
注1  

十の策定■改正  
注2  
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指導指針に規定された実地指導の実施状況総括表  
【指定都市】  

葡適府凍   
車乗†023001骨通知に基づく指導指針中震定・改罪状料    事前提出率料の確成決鱒   指導要綱琴l；おけ冬草前堰  

出資準鱒式に関する淀め    芳紀筍っている  行っていない′  ‡策定碩重（予定）帝期  求めていない  凍めている   

101  札幌市   ○  平成19年4月   ○  

102  仙台市   ○  平成19年4月  ○  

103  さいたま市  ○  平成20年2月  ○  

10  千葉市   ○  平成19年6月  ○   ○   

105  川崎市   ○  平成19年3月  ○  

108  横浜市   ○  平成19年6月  ○  

107  新潟市   ○  平成19年4月  ○  

108  静岡市   ○  平成19年8月  ○  

10g  浜松市   ○  平成19年4月   ○  

皿  名古屋市  ○  平成19年6月  ○  

111  京都市   ○  平成19年6月  ○   ○   

皿  大阪市   ○  平成19年9月  ○   （）   

113  堺市  ○  平成20年3月    ／  

皿  神戸市  ○  平成20年3月    ／  一 ／  

115  広島市  ○  平成20年4月  

l  北九州市  ○  平成19年4月  ○  

117  福周市  ○  平成19年4月  ○  

合 計  14   3  12   3   

実施率  82．3％   17．6％  14．3％   85．7％．   25．0％   

資料の作成状況」における実施率は、指針由策定・改正を行っていない自治体を  
注1    値である。   

針の策定‘改正の  

注2  
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指導指針に規定された実地指導の実施状況総括表  
【中核市】  

毛先1023001号通知に基づく指導指I十の策定・改正状況    事前提出資料の作成状況   指導事柄等における事前領  

No  都道府県  
既に行っTいる  行っていない  策定・改正（予定）時期  求めていな」ヽ・  求め七いる   

出資料様式に関する定め  

201  函館市   ○  平成19年7月   ○  

202  旭川市   ○  平成19年10月  ○  

203  青森市   ○  平成19年4月  ○  

204  秋田市  ○    平成19年4月  ○  

205  郡山市    ○  平成20年3月  一 ／    ／  
206  いわき市  ○  平成19年5月  ○   ○   

207  宇都宮市  ○  平成19年4月   ○  

208  川越市   ○  平成19年8月  ○  

209  船橋市   ○  平成19年6月  ○   ○   

210  横須賀市  ○    平成19年4月   ○  

211  相模原市  ○  平成19年4月  ○  

212  富山市   ○  平成19年4月  ○  

213  金沢市  ○  平成20年度    ／    ／  
214  長野市   ○  平成19年5月   ○  

215  岐阜市   ○  平成19年8月   ○  

216  豊橋市   ○  平成18年11月  ○   ○   

217  岡崎市   ○  平成19年5月   ○  

218  豊田市  ○  平成20年4月  ノ ／    ／  
219  高槻市   ○  平成19年8月  ○  

220  東大阪市  ○  平成19年6月  ○  

221  姫路市   ○  平成19年9月  ○  

222  奈良市   ○  平成19年4月  ○  

223  和歌山市  ○  平成19年4月  ○  

224  岡山市  

225  倉敷市   ○  平成19年4月  ○  

226  福山市   ○  平成19年5月   O 
227  下関市   ○  平成19年8月  ○   ○   

228  高松市  ○  平成20年3月    ／  
229  松山市   ○  平成19年12月  ○  

230  高知市   ○  平成18年9月  ○  

231  長崎市   ○  平成19年6月   ○  

232  熊本市   ○  平成19年4月   ○  

233  大分市   ○  平成19年5月   ○  

234  宮崎市   ○  平成19年5月  ○   ○   

235  鹿児島市  ○  平成19年11月  ○  

合 計  30   5  19   5   

実施率  85．7％   14．3％  36．7％  63．3％   26．3％   

成状況」における実施率は、指針の策定‘改正を行っていない自治体を   
注1   

針の策定■改正の  注2去  
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（3）介護保険施設等実地指導マニ云アルの活用にづいて   

また、平成20年2月27日に開催した全国担当課長会議においても、実  

地指導のための基本的な知識や利用者の生活実態の把握、サービスの質の確  

認方法等について記した「介護保険施設等実地指導マニュアル」について、  

未だその理解・周知が不十分なところも見受けられるので、その理解と活用  

をお願いしたところである。業務の標準化を図る観点から引き続き当該マニ  

ュアルの十分な理解・活用を図られたい。  

3 行政処分の実施及び程度の決定にあたっての基本的考え方について   

介護サービス事業者に対する行政処分の実施は、事業者の業務継続や利用   

者のサービス確保に重大な影響を及ぼすものであることから、行政処分の実   

施や程度決定に当たっては、適切な事実確認を行った上で、統一された考え   

方に基づいて実施されることが必要不可欠であり、介護事業運営の適正化に   

関する有識者会議及び介護保険部会意見においてもこれらを含む自治体の  

行う指導監督業務の標準化について指摘されているところである。   

事後規制の強化については、平成17年の介護保険法改正により、従来か   

ら規定されていた指定取消に加え、改善勧告、改善命令、指定の効力の全部   

又は一部停止が新たに規定され、これらの権限行使を適切に行い、介護保険   

制度の安定的かつ適正な運営の確保に資することとしたものである。   

ついては、行政上の措置の標準化、法令の適切な適用に資するため、別紙   

のとおり行政処分の実施や程度決定にあたっての基本的な考え方を示すこ   

ととしたので、内容を確認の上、行政処分を実施及び程度の決定を行う際の  

判断に活用いただくようお願いする。  
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（別紙）  

行政処分等の実施及び程度の決定に当たっての基本的考え方  

Ⅰ具体的にどのような行政処分を実施するかの判断に当たっては、まず、当該行為  

の重大性・悪質性について、特に以下の点に着眼し、検証を行う。  

（D 公益侵害の程度   

○ 利用者に対し著しく不適切な介護サービスを提供し、あるいは多額の不正請   

求を行うなど、当該違法・不当行為が公益性を著しく侵害しているか。   

○ 被害を受けた利用者数、個々の利用者が受けた被害はどの程度深刻か。  

② 故意性の有無   

○ 当該違法・不当行為が故意によるものか、過失によるものか。  

③ 反復継続性の有無   

○ 当該違法・不当行為が反復継続して行われたのか、あるいは一回限りのもの  

であったのか。   

○ 当該違法・不当行為が行われた期間がどの程度であったのか。  

④ 組織性・悪質性の有無   

○ 当該違法・不当行為が現場の担当者個人の判断で行われたものか、あるいは  

経営陣や管理者も関わっていたのか。   

○ 問題を認識した後に隠蔽を図るなど悪質な行為が認められたか。悪質な行為  

が認められた場合には、当該行為が組織的なものであったか。  

Ⅱ Ⅰの検証結果をもとに、地域におけるサービス提供・基盤整備の状況、事業者の   

運営管理態勢（※）など，配慮すべき他の要素を総合的に考慮した上で、具体的な   

処分内容を決定する。  

（※）事業者の運営管理態勢の適切性  

○ 個々の役職員の法令遵守等に関する知識や取組は十分か。  

○ 事業者の運営管理態勢は十分か、また適切に機能しているか。職員教育は十分   

に行われているか。  
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4 行政処分等を行う場合の留意点について   

ア 指定の取消処分における情報提供の徹底及び関係自治体の連携の強化   

各自治体が行う監査において、指定の取消処分にかかる事案が確認された   

場合には、介護サービス事業者の地域における事業展開によっては他の指   

定権者に影響が及ぶことも考えられ、その場合には当該自治体のみの間琴  

にとどまらなくなることから、聴聞等の行政処分にかかる手続きを行う前  

に、当室あて必ず情報提供をいただくようお願いする。  

また、対応に当たり行政処分を実施する自治体にあっては、処分を実施   

する前に、処分を行おうとする介護サービス事業者の事業展開地域の把握  

を的確に行い、関係自治体との十分な情報共有や緊密な連携のもとに対応  

されるようお願いするとともに、各都道府県においては、特に管内市町村   

に対し、この点の周知をお療いする。  

イ 集団指導等における行政処分の要因分析の活用  

改善勧告、改善命令、指定の効力の全部又は一部停止や指定の取消処分を   

行った場合たは、これに至った要因の分析を各自治体において行い、その結   

果を、集団指導等を通 

にされたい。  

ウ 改善勧告に関する情報提供   

改善勧告の内容において報酬返還を求めるなどの不適正な事例が見受け   

られていることから、当分の間、改善勧告を実施する前に情報提供をお願い   

するとともに、その時異については、その都度、当室あて情報提供をいただ   

くようお願いする。  
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自己点検シート（標準様式例）（案）について  

○営利法人の介護サービス事業所に対する書面による審査を行う場合の標準的   

な報告様式として、「自己点検シート（標準様式例）」（以下「標準様式」とい   

う。）を提示する。  

○標準様式については、各事業所における法令遵守状況の確認を行うための人   

員、設備及び運営基準の各項目に適合しているか否かの状況を記載する方法   

とする。  

○ 今回の標準様式は次の主な9種類のサービス体系を示しているが、各自治体   

で書面審査を行う場合には、これらの様式を参考に、他の種類のサービスを含   

めて、営利法人が運営する全種類のサービスに対する自己点検シートを各自治   

体で作成して実施する。  

① 訪問介護  

② 訪問入浴  

③ 訪問看護  

④ 適所介護  

⑤ 福祉用具貸与  

⑥ 居宅介護支援   

⑦ 特定施設入所者生活介護   

⑧ 認知症対応型共同生活介護  

⑨ 小規模多機能型居宅介護   

※介護予防サービスの事業所も含む。  

○ なお、標準様式については、上記のとおり、各自治体において適宜変更して   

も差し支えないが、各自治体及び監査対象となる事業所に対して、次の点を留   

意する等して事務軽減を図るように、十分な配慮を願いたい。  

・自治体が作成する自己点検シートの内容について、標準様式の内容と  

著しく帝離しないようにすること。  
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自己点検シートの提出にあわせ、添付資料の提出を求める場合につい  

ては、既存の資料等で対応できるような内容とする。  

特に、複数の自治体において広域的な事業を行っている事業者につい  

ては、他の自治体が実施する自己点検シートの内容と阻靡がないよう  

にすること。  

○ また、小規模多機能型居宅介護事業所の自己点検シートについては、   

① 平成18年度に創設され、新しくできたサービスであること。   

② 「通い」を中心に、「泊まり」や「訪問」といった多様なサービスを、利   

用者のニーズに応じて適時適切に組み合わせて柔軟に提供するものである  

こと。   

から、自治体及び事業所の双方の理解を深められるよう、事業所自らが事業運   

営に関する留意事項を記載したヒント等も参考にし、記載する方法で作成した   

ものである。   

各自治体においては、標準様式も参考に自己点検シートを作成願いたい。  
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自己点検シート  （案）   

・フェイスシート  

・訪問介護  

■訪問入浴介護  

一訪問看護  

・通所介護  

一福祉用具貸与  

■居宅介護支援  

■特定施設入居者生活介護  

・認知症対応型共同生活介護  

りJ＼規模多機能型居宅介護  
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フェイスシート  
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自己点検シート（平成00年度）  

記入日 平成  
年  月  日   

1事業所番号、事業所の名称、連絡先等を記載してください。  

法 人 名  

代表者職名・氏名  

事業所番号   
竜 一  

フ リ ガ ナ  

事業所名  

（〒  ）   

住 所  

連 絡 先   電 話  FAX  

開設年月月日   平成  年  月   

管 理 者   職 名  氏 名  

記載担当者   職 名  氏 名  
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訪問介護  
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自己点検シート（訪問介護・介護予防訪問介護）  

点検した結果を記載して下さい。  

結果  
点検項目   確認事項   

r不適」の場合の事由及び  

拠条    l不適   改善方法（別紙可）   

Ⅰ 人員基準   

訪問介護貞等  訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で2．5人以上  基準第5   
の員数   と／なっていますか。  ［］  【コ  

→下記の数値を記載してください。  

①常勤専従職鼻の人数  （人）  
②常勤職員の1ケ月の通常勤務すべき時間  

（藤間）  
③非常勤・非専従訪問介護員の1ケ月間の  

勤務時間合計  
一睡闇）  

④①＋③÷②の値（小数点以下第2位切り捨  
て）  （）   
サービス提供責任者は常勤の訪問介護員等であっ  

サービス提供 兼任者   て専ら指定訪問介護の職務に従事しているものを 配置していますか 。（管理者との兼務可）   

サービス提供兼任者の配置人数は切ですか。  

一→下記の数値を言己載してください。  

①訪問介護員数（実人員）毎の基準  （人）÷10宇（）  
②月間延べサービス提供時間数毎の基準  
（膝闇）÷450＝（）  

※サービス提供責任者になれる資格要件  
①介護福祉士、②介護城見基礎研修偲了者、  

管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形  
態は適切ですか。  

→下記の事項について記載してください。  

・兼務の有無（有・無）  
・当該事業所内で他職種と兼務している場合は  

事業所名、職種名、兼務事業所における1週間  
あたりの勤務時間数  

（注）事業所にある既存の「利用者実績（前月1月分）」及び「勤務表（前月ひと月分）」を添付して下  
さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべ  
き1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別  
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点検  
点検項目   確認事項   

r不適」の場合の事由及び  

拠条ヨ   適   改善方法（別紙可）   

Ⅱ 設備基準   

設備及び備品  事業の運営を行うために必要な広さを有する専用  第7条  □  ロ  
等   の区画が放けられ、必要な備品等を備えています  

か。   

Ⅲ 運営基準   

内容及び手練 の  
き税明及び   、ついてした 書を交付し、利用申込者又はその家族に対し説明  
同意   を行い、利用申込者の同意を得ていますか。  

臼  ロ  
※運営規程の概要、勤務体制、その他事故  

発生時の対応等、利用者のサービス選択に  
資すると認められる事項   

提供拒否の  
正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあ  

第9条   

禁止  
りませルか。  口  ロ  

サービス提供   自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用  
困難時の対応   申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当  

な他事業着筆の紹介など必要な措置を速やかに  ロ  ロ  

取っていますか。   

第11条   受給資格等の 確認  被保険者証等の確記を行っていますか。被保険者  
証に認定幸査会意見が記載されている場合には配  □  □  
慮して介護サービスを提供していますか。  

要介護馳走の 申拝に係る捷  第12条   

ていい、 に妻介離乳定の中経をしているか確認しています  
助   

ロ  【コ  
か。  

利用者が重介護認定を申請 
青の意思を踏まえて速やかに申拝が行われるよう  □  □  
必要な援助を行っていますか。  

心身の状況等  第13条   

の把握   サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状 況等の把握に努めていますか。  口  ロ  

居宅介捷支援   
事業者等との  
連携   又は福祉サ「ビスを提供する者と密接な連携に努  □  □  

めていますか。   

法定代理受領  第15条   

サービスの捷   
供を受けるた   、 口  □  

めの援助   

居宅サービス  第16条   

計回に沿った  
サービスの捷  口  【コ  

供   

居宅サービス  第17条   

計画等の変更  利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合  
の援助   はJ必要な援助を行っていますか。   口  【コ  

身分を証する 書類の行  坊間介護員等に身分証を携行させ、初回訪問時ま  
携   たは求めに応じて提示するよう指導しています  □  □  

か。   

サービス提供  第鱒条   
の記録   介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面  

に記録していますか。  口  ［］  
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坊間介護計画書は居宅サービス計画書に沿った内  
□  【コ  

坊間介護計画書の内容について利用者及びその家  
族に鋭明を行い、利用者から同意を得ています  ［】  ［】  

か。  

訪問介護計画書を利用者に交付していますか。  ［］  ［コ  

同居家族に対  第25条   

するサービス   訪問介護員等が同居家族に対して訪問介護を提供  
提供の蕪止   していませんか。  □  【コ  

利用者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく  
第26条   

市町村への通知を行っていますか。  
利用者に関す    ・サービス利用に関する指示に従わないことに  
る市町村への  より要介護状態の程度を増進させたと認めら   ロ  □  

通知   れる場合  
・偽りその他不正な行為により給付を受けた  
又は受けようとした場合   

緊急時等の対  第2了条   

応   利用者の病状の急変など、緊急時には主治医への  
連絡など必要な措置を講じていますか。  口  □  
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サービス提供責任者は下記の業務を適切に 

・利用申込に係る調整  
・利用者の状態の変化やサービスに関する  
意向の定期的把握  

・サービス担当者会悌の出席等による居宅  
介護支援事業者等との連携  

・坊間介護鼻等に対する具体的な援助目標  
及び援助内容の指示、利用者の状況につ  
いての情報伝達  

・坊間介護月等の業務夷施状況の把握  
■訪問介護員零の能力や希望を踏まえた  
業務管理  

・坊間介護員等に対する研修・技術指導  

運営規程  以下の事項を運営規層に定めていますか。  第29条   

ロ事業の目的及び運営の方針  
ロ職員の職種、点数及び職務内容  
ロ営業眉及び営業時間  ロ  ロ  
ロサービスの内容及び利用科その他兼用の額  
□通常の事業の実施地域  
ロ緊急時等における対応方法  
ロその他運営に関する王事事項  

第29条  

の2   

指定坊間介護事業の運営にあたっては、入浴、排  
介護等の総合 的な提供   せつ、食事等の介護又は調理、選択、掃除専のま  【コ  ［コ  

事を常に稔合的に提供していますか。  

第30条   

勤鱒体制′の 確保等  利用者に対し、適切なサービスを提供セきるよう 事業所ごとに勤務の体制（日々の勤務時間、職務  ［］  口  

供していますか。  

介護員等に対して研修の機会を確保してい 

備品等について、衛生的な管理を行って  

包括的な同意で可）  

広告   虚偽または誇大な広告をしていませんか。   第34条  ［］  ［］  
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点検  
点検項目   確認事項   

「不適」の場合の事由及び  

拠条    適■   改善方法（別紙可）   

第35条   

居宅介護支援  居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利  
事業者に対す  用者に特定の事業者によるサービスを利用させる   
る利益供与の  ことの対償として、金品その他の財産上の利益を   

□  【コ  

禁止   供与1」ていませんか。   

第36条   

利用者及びその豪族からの苦情を受け付けるため  

かに行なっていますか。  

→損害虐償保険への加入：有・無  

明し、再発生を防  

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整  
紀録の整備   伸していますか。   第39条  ロ  【コ  

介護サービスの提供に関する記録（訪問介護計  
画、サービス実施記録等）．を整備・保存していま  
すか。  
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訪問入浴介護  

ー37－   



－38－   



自己点検シート（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護）   

点検した結果を記載して下さい。  

従業者のうち1人以上は常勤職員となっています  

→常勤職員の人数を記載してください。  

→下記の事項について記載してください。  

・兼務の有無（有・無）  

下さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務す  
べき1週間の勤務時間③常勤t非常勤の別  
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点検  
点検項目   確認事項   拠条   

r不適」の場合の事由及び  

適   改善方法（別紙可）   

Ⅲ 運営基準   

内容及び手続   
きの説明及び   、 書を交付し、利用者又はその家族に対し説明を行  
同意   い、利用申込者の同意を得ていますか。  

ロ  【コ  
※運営規程の概要、勤務体制、その他事故  

発生時の対応等、利用者のサービス選択に  
資すると放められる事項   

提供拒否の  第9粂   

禁止   正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあ  
りませんか。  ロ  ［］  

サービス提供  自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用  第10条   
困難時の対応  申込者に係る居宅介捷支援事業者への連絡、適当  

な他事業者等の紹介など必要な措置を速やかに  
【コ  ．ロ  

取っていますか。   

第11集   受給資格等の 確偲  被保険者証等の確掟を行っていますか。被保険者 に査会がい  
旺馳走審意見記載されてる場合には配  ［】  【コ  

止して介護サービスを提供していますか。  

第12集   

要介護認定の 申鱒に係る接 助  利用申込者が要介護故定を受けていない場合、 既に要介護認定の申請をしているか確放していま すか 【コ  ロ  
。  

利用者が要介経馳走を申請していない場合、利用  
者の意思を踏まえて速やかに申晴が行われるよう  ロ  ロ   
必要な援助を行っていますか。  

心身の状況等  第13条   

？把握   サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状  
況等の把握に努めていますか。  

□  ［］  

居宅介護支援  介護サービスを提供する場合又は提供の終了に際  第14条   
事業者等との  し、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス   
連携   又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努  【コ  ［コ  

めていますか。   

法定代理受領  第椅条   
サービスの操  利用者に対して、法壷代理受領サービスについて  
供を受けるた  ロ  【コ  

めの援助   

居宅サービス  第16条   

計画に沿った  居宅サービス計画が作成されている場合は、当鞍  
サービスの提  口  ［】  

供   

居宅サービス  東1丁条   

計画等の変更  利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合  
の援助   は必要な援助を行っていますか。   ［コ  ［コ  

身分を征する  第18条   

書類の携行  訪問入浴従業者に身分証を携行させ、初回訪問時  
または求めに応じて提示していますか。  

ロ  □  

サービス提供  第19条   

の記録   介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面  
に記録していますか。  

口  【コ  

保険給付の請  
求のための証  

第21条   

明書の交付   ［］  ［］  

明書を利用者に交付していますか。  
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点検  
点検項目   確認事項   拠条  

「不適」の場合の事由及び  

適   改善方法（別紙可）   

利用者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく  
市町村への通知を行っていますか。  

利用者に関す    ・サービス利用に関する指示に従わないことに   
る市町村への  より要介護状態の程度を増進させたと認めら   ［］  ⊂】  

通知   れる場合  
・偽りその他不正な行為により給付を受けた  
又は受けようとした場合   

勤務体制の   利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう  

浴従業者に対して研修の機会を確保してい  

設備及び備品について、衛生的な管理を行ってい  
ますか。  

第32条   

掲示   運営規程や、勤務体制表等を事業所内に掲示して  
いますか。  

ロ  ロ  

正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはそ  
第33条   

秘密保持等   の家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置  □  ⊂】  
を講じていますか。  

サービス担当者会護等において利用者若しくはそ 
の家族の個人情報を用いる場合の同意を書面によ  
り得ていますか。（サービス提供開始時における  

［］  ロ  

包括的な同意で可）  

広告   虚偽または誇大な広告をしていませんか。   
第34条  ［】  ロ  

居宅介捷支援  居宅介捷支援事業者又はその従業者に対して、利  第35条   
事業者に対す  用者に特定の事業者によるサービスを利用させる   
る利益供与の  ことの対償として、金品その他の財産上の利益を   

ロ  ［コ  

禁止   供与していませんか。   

利用者及びその家族からの苦情を受け付けるため  
の仕組みを設けていますか。また苦情に関する市  

苦情処理    町村・国保連等の調査に協力し、指導助言に従っ  【コ  □  

て必要な改善を行っていますか。  

－41－  
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点検  
点検項目   確認事項   拠条  

「不適」の場合の事由及び  

適   改善方法く別紙可）  

事故が生じた際には、原因を究明し、再発生を防  
ぐための対策を講じていますか。  

口  ［コ  

第38条   

会計の区分  他の事業との会計を区分していますか。  【］  【コ  

負担分の支払を受けていますか。  

場合は、予め利用者又はそ  

用者の身体の状況が安定していること等申、ら、  
浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずる  
それがないと馳■められる場合においては、看捜  
員に代えて介護職長を充てることができるが、  
の場合は主治の医師の意見を確放しています  

－42－  
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訪問看護  
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自己点検シート（訪問看護t介護予防訪問看護）   

点検した結果を言己載して下さい。  

結果  
点検項目   確認事項   

r不適」の場合の事由及び  

不適   改善方法（別紙可）   

Ⅰ 人員基準 （注）   

看護職員（保健師、看護師又は准看護師）は、常  
看護師等の員    勤換算方法で2．5人以上ですか。内1人は常勤  
数  

ロ  
ですか。   

→下記の数値を記載してください。  

①常勤専従職員の人数  （人）  
②常勤職員の1ケ月の通常勤務すべき時間  

（t陰闇）  
③非常勤・非専従訪問介護員の1ケ月間の  

勤務時間合計  
（膳闇）  

④①十③÷②の値  

（小数点以下第2位切り捨て）  （）  
管理者は指定訪問看護ステーション業務に専ら従  

管理者  
草している常勤の保健師又は看護師ですか。   

【］  ［］  

管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形  
態は適切ですか。  

□  ロ  

→ 

・兼務の有無（有・無）  
・当該事業所内で他職種と兼務している場合は  
その暢種名  
（ ）  

■同一敷地等の他事業所と兼務している場合は  
事業所名、職種名、兼務事業所における1週間  
あたりの勤務時間数  

事業所名：（ ）  

故種名（ ）  

勤務時間：（ ）  

（注）事業所にある既存の「利用者実績（前月1月分）」、rサービス提供時間（前月1月分）」及び  
「勤務表（前月1月分）」を添付して下さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①  

兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別  
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諾＝ 
点検項目   確認事項   拠条 

「不適」の場合の事由及び  

不適 改善方法（別紙可）   

Ⅲ 運営基準   

内容及び手続  事業所の概要、重要事項（※）について記した文  第8粂   
きの説明及び  書を交付しこ利用者又はその家族に対し説明を行  
同意   い、利用申込者の同意を得ていますか。  

ロ  ⊂】  

※運営規程の概要、勤務体制、その他事故  
発生時の対応等、利用者のサービス選択に  
資すると駄められる事項   

提供拒否の  第9条   

禁止   正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあ  
りませんか。  

□  【コ  

サービス提供  自ら適切なサービス提供が困難な場合、当放利用  第63粂   
困難時の対応  申込者に係る主治医及び居宅介捷支援事業者への  

連絡、適当な他事業看等の招介など必要な措置を  
□  ［］  

速やかに取っていますか。   

受給資格等の   被保農者鉦等の確鰐を行っていますか。被保険者  第11条   

確認  証に馳走♯査会意見が紀載されている場合には配  ロ  ロ  

虚して介護サービスを提供していますか。  

章介護認定の   第12粂   

申請に係る援   、 既に葉介雄馳走の申請をしているか確記していま  
助   

ロ  □  

すか。  

利用者が要介護認定を串柿していない場合、利用  
者の意思を踏まえて速やかに申括が行われるよう  ロ  ［］  

必要な援助を行っていますか。  

心身の状況等  第13条   

の把握   サービス担当者全線等を通じて利用者の心身の状  

況等の把握に努めていますか。  
□  ⊂】  

居宅介捷支援  
事業者等との  

第糾条   

連携   し、主治医（終了時に限る）及び居宅介護支援事  
業者その他保健医療サー．ビス又は福祉サービスを  

［コ  ロ  

提供する者と密接な連携に努めていますか。  

法定代理受領  第15条   

サービスの提  
供を受けるた  

めの援助‘   
ロ  ロ  

居宅サービス  第16条   

計画に沿った  
居宅サービス計画が作成されている場合は、当鼓  

サービスの提 供   計画に沿ったサービスを提供していますか。  □  【コ  

居宅サービス  第17条   

計画等の変更  利用者か居宅サービス計画の変更を希望する場合  
の援助   は必要な援助を行っていますか。   

ロ  ［】  

身分を征する  第18条   

書類の携行  看護師等に身分証を携行させ、初回訪由時または  
求めに応じて提示していますか。  

口  ［］  

サービス提供  第19条   

の紀録   介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面  
に記録していますか。  

□  ロ  

－4＆  
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点検  
点検項目   確認事項   拠条  

「不適」の場合の事由及び  

適   改善方法（別紙可）   

健康手帳への 記載  利用者の健康手帳の医療に係る頁に必要な事項を  第65粂   

記載していますか。  □  □  

（健康手帳を所持している者のみ対象）  

利用料等の受  法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者   
第66条   

領   負担分の支払を受けていますか。  
［］  ［］  

法定代理受領サービスである場合と、そうでない  
場合との間に差額を設けていませんか。  

［］  【コ  

通常の事業の実施地域外でサービスを提供し、そ  
れに要した交通章の板の支払いを利用者から受け  
る場合は、予め利用者又はその家族に説明、同意  

ロ  □  

を得ていますか。  

保険給付の括  
求のための証  

第21条   

明書の交付   ロ  ロ  
明書を利用者に交付していますか。  

措定訪問看護 の基本取扱方  
第67条   

針   の防止に資するよう、療養上の目標を設定して計  ロ  □  
画的に行われていますか。  

自らその提供するサービスの葺の評価を行い、常  
にその改善を図っていますか。  

【コ  □  

指定訪問者護  サービスの提供にあたっては、懇切丁辛に行い、  第88粂   

の具体的取扱  利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項を   
方針   理解しやすいように指導又は説明を行っています  

〔コ  ［］  

か。  

医学の進歩に対応した適切な看護をもってサービ  
スを提供していますか。  

口  □  

利用者の病状、心身の状況及びその置かれた環境 
の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し  ロ  □  
て適切に指導を行っていますか。  

主治医との関 係  管理者は、主治医の指示に基づき適切な坊間看護  第69条   

が行われるよう、主治医との連絡調整、看捷師等  ［］  □  

の監督等必要な管理を行っていますか。  

訪問看護の開始に降し、主治医の指示書を受領し  
ていますか。  

□  □  

定期的に訪問者護計画書及び訪問看護報告書を主  
治医に提出し、訪問看護の提供に当たって主治医  口  □  

と密接な連携を囲っていますか。  

訪問看護計画   
書及び訪問看   

護報告書の作  
ロ  【コ  

成   た訪問看護計画書を作成していますか。   

訪問者諸計画書は居宅サービス計画書に沿った内  
容となっていますか。又必要に応じて変更してい  ［］  口  

ますか。  
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点検  
点検項目   確認事項   拠条  

「不適」の場合の事由及び  

適   改善方法（別紙可）  

訪問着撞計画書の主要な事項について利用者及び  
その家族に説明を行い、利用者から同意を得てい  □  ロ  

ますか。  

肋間看護計画書を利用者に交付していますか。  ロ  □  

訪問日・提供した看護内容等を記載した訪問着護  
報告書を作成していますか。  

□  ［コ  

管理者は、訪問者雄計画暮及び肋間看護報告書の  
作成に関し、必要な指導及び管理を行っています  ロ  【コ  

か。  

同居家族に対  第71条   

する肪間者雄  妨間者挫職員が同居意族に対して肪開署護を提供  
の禁止 していませんか。   

□  ロ  

幕26条   

利用者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく  
市町村への通知を行っていますか。  

利用者に関す    ・サービス利用に関する指示に従わないことに  
る市町村への  より要介護状態の程度を増進させたと認めら   □  ロ  

通知  れる場合  
・偽りその他不正な行為により給付を受けた  
又は受けようとした場合   

第72条   緊急時等の対 応  利用者の病状の急変など、緊急時には主治医への  
連絡など必要な措tを講じていますか。 

□  ロ  

管理者の責務   
事業所の従業者及び業務管理lま、管理者により－ にていか 
元的行われます。   

勤務体制の   利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう  
確保等  事業所ごとに勤務の体制（日々の勤務時間、職務  口  ロ  

内容、常勤・非常勤の別等）を定めていますか。   

当骸事業所の看護師等によってサービスを提供し  
ていますか。  

【コ  【］  

看護師等は、労働者派遣法に規定する派遣労働者  
（紹介予定派遣を除く。）を使用していません  【コ  ［コ  

か。  

看擾師等に対して研修の機会を確保しています  
か。  

ロ  □   

衛生管理等  看護師等の清潔保持及び健康状態について必要な 管理を行っていますか。  第31条  □  ロ  
掲示   

運営規程や、勤務体制表等を事業所内に掲示して  
いますか。   

正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはそ  
軍33条   

秘密保持等   の家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置  ⊂】  【コ  

を講じていますか。  

サービス担当者会議等において利用者若しくはそ  
の家族の個人情報を用いる場合の同意を書面によ  
り得ていますか。（サービス提供開始時における  

□  口  

包括的な同意で可）  
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点検  
点検項目   確認事項   拠条  

r不適」の場合の事由及び  

適   改善方法（別紙可）   

広告   虚偽または誇大な広告をしていませんか。   第34条  ［コ  □  

居宅介護支援  居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利   
事業者に対す  用者に特定の事業者によるサービスを利用させる   
る利益供与の  ことの対償として、金品その他の財産上の利益を   

第35条  ロ  ロ  

禁止   供与していませんか。   

利用者及びその家族からの苦情を受け付けるため  
第36条   

の仕組みを設けていますか。また苦情に関する市  
苦情処理    町村一国保連等の調査に協力し、指導助言に従っ  □  □  

て必要な改善を行っていますか。  

苦情件数 月 件程度  
苦情相談窓口の設置 有・無  
相談窓口担当者  

苦情相検等の内容を記録・保存していますか。  【］  □  

事故発生時の 対応  事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家  第37条   

族、当舷利用者に係る居宅介護支援事業者等に連  
絡を行うとともに、必要な措置を講じています  
か。また、事故の状況や処置について記録してい  □  ロ  

ますか。  

→事故車例の有無：有一無  

賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速や  
かに行なっていますか。  

口  □  

－→損害賠償保険への加入：有・無  

事故が生じた際には、原因を究明し、再発生を防  
ぐための対策を講じていますか。  

［】  口  

第38条   

会計の区分  他の事業との会計を区分していますか。  □  ［］  

運営規程  以下の事項を運営規程に定めていますか。  
第73条   

・事業の目的及び運営の方針  
・従業者の駿種、員数及び職務内容  
t営業日及び営業時間  

・指定訪問介護の内容及び利用料金  
口  ロ  

その他兼用の額  
・通常の事業の実施地域  
・緊急時等における対応方法  
・その他運営に関する重要事項  

従業者、設備、備品及び会計に関する諸富己録を整  
記録の整備   僻していますか。   第73条の2  □  ロ  

介護サービスの提供に関する記録（主治医による  

指示書、訪問看護計画書、サービスの内容の記録  ［］  □  

等）を整備・保存していますか。  
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通所介護  
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自己点検シート（通所介護・介護予防通所介護）  

点検した結果を吉己載して下さい。  

単位毎に、サービス提供時間帯を通じて、専ら  
当骸サービスの提供に当たる生活相談員を1名以  
上配置していますか。  

盲衰葡談員は、社会福祉主事任用資格 
者又はこれらと同等以上の能力を有す 
正されていますか。  

【看護職眉】  
第93集   

単位毎に、専ら当該サービスの提供に当たる看  

護職員（看護師又は准看護師）を1名以上配置し  【コ  ロ  
ていますか。  

※利用定員が10人以下の場合は、看護職長文  
は介雄職員が1名以上  

【介護職員】  
第93条   

単位毎に、サービス提供時間を通じて、専ら当  

故サービスの提供に当たる介護職員を規定通り  【コ  ロ  
配置していますか。  

※利用定員が10人以下の場合は、看護職負又  
は介護職且が1名以上 

※利用者の数が15人までは1名以上。それ以  
上5又はその端数を増すごとに1名追加  

【機能別練指導員】  
第93条   

機能別績指導員を1名以上l配置していますか。  
【コ  □  

‾ 
葡薩訓練指導員は、必要な訓練を行盲東方盲育 
している看（・鱒）が配置されていますか。  □  ロ  

※理学療法士、作業療法士、昔話聴覚士、看  
護師、准看餞師、柔道整復師、あん摩マッ 
サージ指圧師  

生活相談員又は介護職長（※）のうち1名以上は常  
勤となっていますか。  

［】  ロ  
※利用定員10人以下の場合は、生活相談員、  
看護職貞又は介護職員のうち1名以上   

管理者   管理者は常勤職眉を】配置していますか。   第94条  ⊂】  

管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形腰  
は適切ですか。  

CI O 

→下肥の事項について吉己載してください。  

・兼務の有無（有一無）  
・当該事業所内で他職種と兼務している場合は  
その職種名  
（ ）  

・同一敷地等の他事業所と兼務している場合は  
事業所名、薇種名、兼務事業所における1週間  
あたりの勤務時間数  

事業所名：（ ）  

聴種名：（ ）  

勤務時間：（ ）  

（注）事業所にある既存の「単位毎の利用者実績（前月1月分）」及び「勤務表（前月1月分）」を添付   
して下さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤  
務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別   



「不適」の場合の事由及び   
改善方法（別紙可）  

Ⅱ 設備基準  

設備及び備品 等  
堂、機能別練室、静養皇、  相族室及び事務量を有  

していますか。また、消火役儒その他の非常災書に  
際して必要な役備並びに特定適所介護の提供に必要  
なその他の設備■備品を構えていますか。  

【食堂、機能別綾圭】  

食堂及び機能別綴圭は、それぞれ必要な広さが  
あり、その合計した面積は三平方メートルに利  
用定員を乗じて得た面積以上となっています  
か。  

※ 食堂及び機能別餞圭は、食事の提供の膵   
にはその提供に支障がない広さを確保でき、   
且つ機能別練を行う際には、その実施に支障   
がない広さを確保できていれば、同一の場所  
として可。  

【相談室】   

遮へい物の設置など相談の内容が漏えいしない  
よう配慮されていますか。  

【消火栓備その他非常災幸に帝して必要な毅傭】  

消防法その他法令等に規定された設備は確実に  
設置されていますか。  

2  
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点検  
点検項目   確認事項   

「及び 

拠条   適暮   

Ⅲ運営基準  

内容及び手続  第8条   

きの説明及び  事業所の概要、重要事項く※）について記した文書  
同意   を交付し、利用者又はその家族に対し税明を行い、  

利用申込者の同意を鱒ていますか。  
［］  ⊂】  

※運営規程の概要、勤務体制、その他事故  
発生時の対応等、利用者のサービス選択に  
資すると認められる事項   

提供拒否の  第9粂   

禁止   正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあり  

ませんか。  
【コ  □  

サービス提供   自ら適切なサービス提供が困難な鳩舎、当験利用申  第10条   

困難時の対応   込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他  
事業者等の紹介など必要な措置を速やかに取ってい  

【コ  □  

ますか。  

受給資格等の  第11条   

確紘   被保険者鉦等の確培を行っていますか。被儒険書証  
に認定審査会意見が記載されている場合には配慮し  口  lコ  
て介護サービスを提供していますか。  

要介護認定の 申請I＝係る捷  

第12条   

助  利用申込者が要介護認定を受けていない境合、 【コ  ［］  

か。  

利用者が要介護毘定を申挿していない場合、利用者  
の意思を踏まえて速やかに申精が行われるよう必要  ロ  □  
な援助を行っていますか。  

心身の状況等  第13条   

の把握   サービス担当者会権等を通じて利用者の心身の状況  
等の把握に努めていますか。  

⊂】  tコ  

居宅介護支援   

事業者等との 連携   は福祉サービスを提供する看と密接な連携に努めて  
いますか。   

法定代理受領  第15条   

サービスの提  

供を受けるた  利用者に対して、法定代理受領サービスについて税  
めの援助  明し、必要な援助を行っていますか。   

【コ  ⊂】  

居宅サービス  

計画に沿った  居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計  第16条  ロ  ロ    サービスの提   画に沿ったサービスを提供していますか。   
供  

居宅サービス  第17条   

計画等の変更  利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は  
の援助   必要な援助を行っていますか。   ［コ  ［］  

サービス提供  第19条   

の記録   介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面に  
紀録していますか。  

【］  ロ  

3   
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点検  
点検項目   確証事項   

「不適」の壌合の事由及び  
拠条‾   適   改善方法（別紙可）   

利用料等の受  法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者負   貫96条   

領   担分の支払を受けていますか。  
【コ  ［］  

法定代理受領サービスである場合と、そうでない場  
合との間に差額を扱けていませんか。  ロ  

下肥のサービスの提供に当たっては、予め利用者又  
はその家族に対し、当骸サービスの内容及び兼用に  ［コ  【コ  

ついて悦明を行い、同意を得ていますか。  

イ利用者の選定により通常の事業の実施地域  
外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に  
要する費用  

ロ通常要する時間を超えるサービス提供で、  
利用者の選定に係るものの捷鱒に伴い必要とな  
る費用の範囲内において、通常の指定通所介護  
に係る居宅介護サービス♯用基準額または居宅  
支援サービス♯用基準額を超える費用  

ハ食事の提供に要する費用  
ニおむつ代  
ホ指定適所介護の提供において提供される  
サービスのうち、8常生活においても通常必要  
となるものに係る暮用であって、利用者負担と  
することが適当な讐用   

保険給付の請   
求のための旺  ロ  ［コ  

明暮の交付   

適所介護計画  利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環  第錮条   
暮の作成  境を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載し  

た適所介護計画を作成していますか。  
ロ  

適所介護計層暮は居宅サービス計画■：に沿った内容  
となっていますか。又必要に応じて変更しています  【コ  
か。  

鹿所介護計画書の内容について利用者又はその家族  
に悦明を行い、利用者から同意を得ていますか。  

【コ   

適所介護計画書を利用者に交付していますか。  ⊂】         【コ  

提供したサービスの実施状況や日棟の達成状況の紀  
録を行っていますか。  

【コ         【コ  

利点暑が以下の事項に懐当する場合には遅滞なく市  
町村への通知を行っていますか。  

利用者に閲す    －サービス利用に関する指示に従わないことに   
る市町村への  より要介護状態の程度を増進させたと認めら   ロ  ロ  

通知   れる場合  
・偽りその他不正な行為により給付を受けた  
又は受けようとした場合   

緊急時等の対   利用者の病株の急変など、緊急時には主治医への連  第27条  、 
応  絡など必要な措置を講じていますか。  

ロ  白  

管理者の責務  事業所の従業者及び業務管理は、管理者により一元  第52条   

的に行われていますか。  
【コ  【コ  

4   
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点検  
点検項目   確認事項   

「不適」の場合の事由及び  
拠条■   適   改善方法（別紙可）   

運営規程  以下の事項を運営規程に定めていますか。  第100条   

・事業の目的及び運営の方針  
・従業者の職種、員数及び職務内容  
・営業日及び営業時間  
■措定適所介護の利用定員  
・指定通願介護の内容及び利用料その他の  【コ  【コ  
兼用の壌  

・通常の事業の実施地域  

中毒および感染症の発生を蔭正手首石高高嶺謹 

ついて、必要に応じ保健所の助言・指導を求 
ともに、綿密な関係を囲っていますか。  

るための適切な措置を講じていますか。  

や、勤務体制表等を事業所内に掲示して 
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点検  
点検項目   確認事項   

「不適」の場合の事由及び  

拠条■   適   改善方法（別紙可）   

蔦34条   

広告   虚偽または誇大な広告をしていませんか。  □  □  

集35条   

居宅介護支援  居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利用  
事業者に対す  者に特虐の事業者によるサービスを利用させること   
る利益供与の  の対償として、金品その他の財産上の利益を供与し   

ロ  ロ  

禁止   ていませんか。   

苦情件数：月 
書付相談窓口の放置有・無  
相談窓．口軽当者：   

→事故事例の有無：有・無   

賂償すべき事故が発生し年増合l事楓書賠償 
に行なっていますか。  

→損害應償保険への加入：有・無  

会計の区分  他の事業との会計を区分していますか。   ［コ  ［】  

6   
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自己点検シート（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与）  
点検した結果を記載して下さい。  

根拠条  
点検項目   確認事項  r不適」の場合の事由及び  

文   改善方法（別紙可）   

ト 人員基準   
福祉用具専門相放鳥の員数は、常勤換算方法で2人  

福祉用具専  第194条  

門相談員等  第1項   

の点数  
→下妃の数値を記載してください。  

①全福祉用具専門相談員の1ケ月間の勤務時  
聞合計  

（ 8寺指＝  

②常勤職員の1ケ月の通常勤務すべき時間  
（睦闇）  

③①÷②の値（小数点以下第2仕切り捨て）  
（ ）  

※なお、線定福祉用具貸与事業者が、指定介護  
予防福祉用具貸与、指定特定介護予防福祉用具  
販売、緒定特定福祉用よ販売の指定を併せて受  
け、それが同一事業所で一体的に運営されてい  
る場合は、介護予防福祉用具事業所の員数を満  
たすものとみなします。  

福祉用具専門相鱒員は必要な要件を満たしていま  
すか。  口   

□介雄福祉士  
ロー肢装具士  
ロ保健師  
ロ看穫師又は私有技師  
ロ理学療法士  
□作業療法士  
□社会福祉士  
ロ都道府県知事が指定した講習過層を修7した者  
ロ都道府県知事が同程度以上の講習を受けたと認  
められる者   

第1g5条   

管理者   管理者は常勤職員を配置していますか．  【］  □  

管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形  
態は適切ですか。  

→下妃の事項について紀鼓してください。  

・兼務の有無（有・無）  

・当敵手某所内で他職種と兼務している場合は  
その職種名  

（ ）  

・同一敷地等の他事業所と兼務している場合は  
事業所名、職種名、兼務事業所における1週間  
あたりの勤務時間数  

事業所名：（ ）  

職種名：（ ）  

勤務時間：・（ ）  

（注）事業所にある既存の「利用者実績（前月1月分）」及び「勤務表（前月ひと月分）」を添付して下さ  
い。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1  
週間の勤務時間③常勤。非常勤の別  
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「不適」の場合の事由及び   
改善方法（別紙可）  

Ⅱ 設備基準  
第柑6粂  福祉用長の保管及び消毒のために必要  

機材並びに事業の運営を行うために必要な広さを  
有する専用の区画が働けられ、必要な備品等を備  
えていますか。  

※なお、福祉用長の保管又は消毒を他の事業者   
に行わせる場合は、福祉用具の保管又は消ヰの   
ために必要な設備又は機材を有しないことがで   
きるため、以下の股間について回答する必要は   
ありません。  

設備・備品 等  

【桔祉用具の保管のための設備】  

清潔ですか。   

消毒又は補♯がなされている福祉用具とそれ以  
外の樟祉用具を区分することができますか。  

※なお、指定梓祉用具貸与事業者が指定介護   
予防福祉用具貸与事業者の指定を受け、それ   
が同一事業所で一体的に運営されている場合   
は、第196条第2項の基準を満たすものとみな  
します。  

【福祉用長の消毒のために必要な機材】   

福祉用よ貸与事業者が取り扱う福祉用鼻の種類  
及び村井等からみて適切な消毒効臭が得られて   
いますか。  

繁なお、指定福祉用鼻貸与事業者が指定介護   
予防福祉用具貸与事業者の指定を受け、それ   
が同一事兼所で一体的に運営されている場合   
は、第1粥条第2項の基準を満たすものとみな  
します。   

Ⅲ 運営基準   

内容及び手 績きの睨  
第8粂   

明・同意  事業所の概要、圭要事項（※）について促した文 暮を交付し、利用者又はその幸族に対し税明を行 い 
、利用申込者の同意を得ていますか。  

ロ  ［コ  

※運営規程の概要、勤務体制、その他事故  
発生時の対応等、利用者のサービス選択に  
資すると隠められる事項  

提供拒否の  第9条   

禁止   
正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあ  
りませんか。  

ロ  □  

サービス捷  第10条   

供困難時の  自ら適切なサ」ビス提供が困難な場合、当該利用  
対応  申込者に係る居宅介捷支援事業者への連絡、適当  

な他事業者等の紹介など必要な措置を速やかに  
［］  口  

取っていますか。   

受給資格等  第11条   

の確馳   被保険者鉦等の確班を行っていますか。被保険者  
旺に馳走審査会意見が記載されている場合には配  ロ  □  

虚して介護サービスを提供していますか。■  
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サービス担当者会雉等を通じて利用者の心身の状  
況等の把握に努めていますか。   

数箇月分の利用料を前払いにより撤収している埠  

3  
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利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、  

の使用状況を確放していますか。  

利用者等からの要旗竿に応じて、必屡な場合は、  
使用方法の指導、♯理事を行っていますか。  

※福祉用具の♯理に当たっては、専門的な技術  
を書する者に行わせても差し支えないが、この  

居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位覆づ 

居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位覆 
られる鳩舎には、当該利用者に係る介護支援 
旦により、少なくとも6月に1回その必要性が 
された上で、継続が必要な場合にはその理由 
宅サービス計画に記載されるよう、必要な措 
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点検項目   確認事項   
根拠条  「不適」の場合の事由及び  

文   改善方法（別紙可）   

寮26粂   

利用者が以下の事項に該当する鳩舎には遅滞なく  
市町村への通知を行っていますか  

利用者に関    ・サービス利用に関する指示に従わないことに  
する市町村   より要介性状態の程度を増進させたと艶めら   ロ■  ロ  

への通知   れる場合  
・偽りその他不正な行為により給付を受けた  
又は受けようとした場合   

第52条   

管理者の責  事業所の従業者及び業務管理は、管理者により－  
務   元的に行われていますか。   

□  lコ  

運営規程   第200条  

以下の事項を運営規程に定めていますか。  

同一事業者が同一敷地内にある事業所において、  
複数のサービス種類について事美春指定を受け、  
一体的に事業を行う場合は、運営規定を一体的に  
作成しても差し支えありません。  

事豪の目的及び運営の方針を定めていますか。  

営業日及び営業時間を定めていますか。  

福祉用具貸与事業所毎に指定福祉用具貸与の提  
供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用  
の額を定めていますか。  

※「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉  
用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導  
の方法等を持します。  

「利用料」は、福祉用具貸与に係る利用料  
（1割負担）、法定代理受領サービスでない  

指定福祉用具貸与の利用料を持します。  
trその他の兼用の額」としては、居宅基準  
第197粂葉3項により徴収が昏められている糞  
用の頼並びに必要に応じてその他のサービス  
に係る兼用の療を毀定するものを指します。  

但し、個々の福祉用具の利用料について  
鱒、その額の設定の方式及び目録に記載され  

通常の事業の実施地域を定めていますか。  

申込に係る調整等の観点からの目安であり、  
当該地域を越えてサービスが行われることを  
妨げるものではありません。  

5  
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根拠条  
点検項目   確監事項  

r不適」の場合の事由及び  

文   改善方法（別紙可）   

勤務体制の  第101粂   

確保等   利用者に対し、着切なサービスを提供できるよう  
事業所ごとに勤務の体制（日々の勤務時間、職務  ⊂】  ⊂】  

内容、常勤■非常勤の別等）を定めていますか。  

当該事業所の従美春等によってサービスを提供し  
ていますか。  □  【コ  

適切な研＃  福祉用具専門相談員の資質の向上のため、福祉用   
第201条  ロ  □    の機会の確  具に関する適切な研修の機会を確保しています   
保   か。  

※福祉用長の種類が多種多様であり、常に新し  
い機能を有するものが開発され、要介護者の要  
望は多様であることから、福祉用具専門相戦月  
は常に最新の専門的知淋基づいた、情報提供、  
選定の相談等を行うことが求められる。このた  
め、権社用具専門相餅員に福祉用鼻の構造、使  
用方法等についての継続的な研♯を定期的かつ  
計画的に受けさせなければなりません。   

福祉用鼻の  
第202粂   

ことができるよう、できる限り多くの種類の福祉  □  【コ  
取扱種目   

従業者の清潔保持及び健康状態について必要な管  
第203粂  

衛生管理等・   理を行っていますか。  ロ  □  

第203集  
事業所の股傭及び備品について、衛生的な管理を  
行っていますか。  

【消毒】  

第203集  
回収した福祉用具を、その種類、材質尊からみて   
適切な消毒効果を有する方法により速やかに消書  
すると七もに、すでに消毒が行われた梧祉用よと  ロ  

消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管  
していますか。  

ー‾‾‾  
書直膏  

－→委托等を行っている場合は、以下の取り決  
めを文書により行っていますか。  Hll．9．1  

7）第3  

ロ当駿委託雫の範囲  
十－  

□受託者等の従業者により当該委託等がなされ  
3（6）  

た業務（委託業務）が運営基準に従って適切に  
行われていることを指定書業者が定期的に確紘  
する旨 
□指定事業者が当職委託等礫俄に関し受托者等  ［］   

に対し指示を行い得る旨  
D指定書業者が当該委託専業掛こ関し改善の必  
要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示  
を行った場合において当該措置が講じられたこ  
とを指定事業者が定期的に確認する旨  
口受託者等が実施した当該委託専業務により利  
用者に臆償すべき事故が発生した場合における  
兼任の所在  
ロその他当該委託専業務の適切な美  

［】  

6  
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→妻托等を行っている場合は、以下の取り決  
めを文書により行っていますか。  

ロ当骸委託等の範囲  
ロ受託者等の従業者により当抜委託等がなされ  

に対し指示を行い得る旨  
□指定書業者が乳酸委託専業雅に関し改善の必  
要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示  
を行った場合において当該持荘が講じられたこ  
とを指定車業者が定期的に確記する官  

運営規層等を事業所内に掲示していますか。   

う福祉用具の品名及び品名毎の利用料そめ  
要事項が紀鼓された目録等を備え付けてい  

正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはそ  

7  
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苦情件数：月 
苦情相談窓口の放置有・無  
相談窓口担当者：   

苦情柏餅等の内容を記録・保存していますか。  ロ  口  

事故発生時  第37集   

の対応   事故が発生した場合は、市町村、当駿利用者の青  
族、当骸利用者に係る居宅介護支援事業者名削こ連  
絡を行うとともに、必要な措庫を講じています  
か。また、事故の状況や処正について記録してい  【コ  ロ  

ますか。  

→事故事例の有無：有・無  

賠償すべき事故が発生した場合は損害臆償を速や  
かに行なっていますか。  

⊂l  

→損害賠償保険への加入：有・．東  

事故が生じた際には、原包を究明し∴再発生を肪  
ぐための対策を講じていますか。  

17 O 

第38彙   

会計の区分  他の事業との会計を区分していますか。  【コ  ロ  

第20ヰ集  

従業者、設備、備品及び会計に関する緒記録を整  
記録の整備   傭していますか。  【コ  

介護サービスの提供に関する紀録（サービス実施  
記録等）を整備・保存していますか。  

⊂】   

8  
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居宅介護支援  
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自己点検シート（居宅介護支援・介護予防支援）  

点検した結果を記載して下さい。  

（注）事業所にある既存の「利用者実績（前月1月分）」及び「勤務表（前月1月分）」を添付して下さ  
い。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき  
1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別  

Ⅱ 運営基準   

内容及び手続  
きの説明・同   、 音叉は家族に対し、重要事項（※）について記し  
意   た文書を交付して説明を行い、提供の開始につい  

て同意を得ていますか。  
【コ  ロ  

※運営規程の概要二勤務体制、その他事故  
発生時の対応等、利用者のサービス選択に  
資すると放められる事項   

提供拒否の  第5条   

禁止   正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはあ  
りませんか。  

［】  □  

サービス提供 困の対応  自ら適切なサービスを提供することが困難である  
第6条   

難時   と認めた場合、適当な他事業者の紹介など必要な  ロ  ［コ  

措置を速やかに取っていますか。  

受給資格等の  第7条   

確認   指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、  
その昔の被保険者証の確認を行っていますか。  

口  ⊂】  

要介護認長の   
申請に係る援   、 に要介護敵走の申請をしているか確認しています  
助   

口   ロ  

か。   

利用申込者が要介護 
利用申込者の意思を 
れるよう必要な援助 

－71－  
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通常の事業の実施地域外でサービスを撞供し、そ  
れに要した交通費の支払いを利用者から受ける埠  
合は、予め利用者又はその家族に説明し、同意を  

サービスの提供に要した費用の支払いを受けた  
際、領収証を交付していますか。  

⊂】  ⊂】  

上記の領収証には、それぞれ個別の♯用ごとに区  
分して記載していますか。  

lコ  ロ  

第11条   

保険給付の鯖  指定居宅介護支援について利用料の支払いを受け  
求のための柾  た場合は、指定居宅介護支援提供証明書を利用者   ［］  ロ  
明書の交付  に対して交付していますか。   

第12条   

自ら提供する指定居宅介護支援の質の絆価を行  
基本取扱方針   い、改善を囲っていますか。  ［］  ロ  

指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者又  
第13粂   

具体的取扱方 針   はそのま族に対し、サービスの提供方法等につい て tコ  □  
、理解しやすいように説明を行っていますか。  

居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の  
自立した－日常生活の支援を効果的に行うため、利  
用者の心身又は家族の状況等に応じ、鱒続的かつ  OC7 
計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるよ  
うにしていますか。  

支給限度額の粋があることのみをもって、特定の  
時卿こ偏って継続が困難な、また必要性に乏しい  
居宅サービスの刊用を助畏していませんか。  

宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の  
常生活全般を支援する観点から、．介穫給付等対  
サービス以外の保健医療サービス又は福祉サー  
ス、地域住民による自発的な活動によるサービ  
等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置づ  
るよう努めていますか。  

用者によるサービスの選択に資するよう、当該地  
域におけるサービス事業者等に閲す．るサービスの  
内容、・利用料等の情報を適正に利用者や家族に対  
して提供していますか。  

宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方  
により利用者が抱える問題点を明らかにし、解  
すべき課題を把握していますか。  

ては、利用者の居宅を訪問し、利用者や家族に面  
接して行っていますか。  

－72－  
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提供を行ってい  

実施状況の把握  
のない限り、次  
ますか。  

（か 少なく  

訪し  

② 少なく  
の結雇  

介護支援専門  
び福祉サ「ビス  
場合においても  
を営むことが困  
者が介護保険施  
合には、主治医  
設への紹介その  

介護保険施設等  
介護者から依頼  
生活へ円滑に移  
ス計画の作成等   

ントα  

ためα  
し、弔  
合的ち  
提供さ  
ービス  
を提儲  
ビス割  

担当竜  
る情笥  
ービス  
専門併  

宅サーヒ  

介護認∃  
の変更α  

宅サーヒ  

ビス連  

ビス割  
、保摩  
利用壱  
同意を  

計画を  

ビス引  
者につ  
行いi  

少なくとも1月に1回、利用者の居宅を  
訪問し、利用者に面接していますか。  

少なくとも1月に1回、モニタリング  
の結果を記録していますか。  

ー73－  
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た、医療サービス以外のサービスを位置づける場  
合、医学的観点からの留意事項が示されてしlると  
きは尊重してこれを行っていますか。  

居辛サービス計画に短期入所生活介護又は短期入  
所療養介護を位置付ける場合、利用日数が要介護  
馳走の有効期間のおおむね半数を超えないように  
していますか。（利用者の心身の状況、本人、棄  

ロ  ロ  

族等の意向に照らし、上紀の日数を超えた利用が  
必要と認められる場合を除く。）  

居宅サービス計画に福祉用兵曹与を位電付ける場  
合、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載  
するとともに、少なくとも6月に1回サービス捏  口  【コ  
当着金旛を開催し、継続した貸与の必要性につい  
て検証していますか。  

検証した上で、継続して福祉用具貸与を受ける必  
要がある場合、その理由を居宅サービス計画に記  口  
厳していますか。  

居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位茸付け  
る場合にあっては、当該計画に特定福祉用具販売  □  
が必要な理由を記載していますか。  

被保険者旺に、馳走審査会意見又は市町村による  
指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サー  
ビスの種類についての記載がある場合には利用者  口   
にその趣眉を説明し、理解を得た上で、その内容  
に沿って居宅サービス計画を作成していますか。  

要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受  
けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利  
用看に係る必要な情報を提供する等の連携を図っ  

口  ロ  

ていますか。  

措定介擾予防支援の業務の委託を受ける場合、妻  
托を受ける件数（離島その他の地域であって厚生  
労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有  
する利用者に係る委託を受けた件数を除く。）  
は、当該事業所ごとに、所属する介護支援専門員  口  ロ   
の故に8を乗じて得た数が上限となっています  

か。また、その業務圭等を勘案し、指定居宅介捷  
支援の業務が適正に実施できるよう配慮していま  
すか。  

運営規定  次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定め ていますか。  
口事業の目的及び運営の方針  
ロ職員の職種、員数及び職務内容  
□賞美日及び営業時間  
ロ指定居宅介護支援の提供方法、内容及び  

利用料その他の費用の額  
□通常の事業の実施地域  
□その他運営に関する重要事項   

ー74－  
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事業者及び管理者は、介護支援専門員に居宅介護  
支援費の加算を得るために、解決すべき課題に即  

介護支援専門員は、利用者に対して特定の居宅  
サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨  
の指示等を行っていませんか。  

めに、解決すべき課題に即さない居宅サービスを  

ー75－  
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苦情件数：月 
苦情相談窓口の設置有・無  
相談窓口担当者：   

相談窓口の連絡先、苦情処理の体制等を利用申込  

自ら提供した指定居宅介捷支援に関し、法第23条  
の規定により市町村が行う文書その他の物件の提  
出若しくは提示の求め又は当骸市町村の職員から  

事故が先生した場合は、速やかに市町村、当砂利  
用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置  
を講じていますか。また、事故の状況や処置につ  
いて記録していますか。  

→事故事例の有無：有一・無   

かに行っていますか。  
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特定施設入居者生活介護  
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是施設入居者生層介書■介護予防特定施設入居者生活介善事業者自己点検シート  

盲己入年月日  平成  年  月  日  

介護保険事業所番号  

名称  
事業所  

所在地  

管理者の氏名  （氏名）  事業所電話番号  

記入担当者織・氏名   （職）  （氏名）  連絡先電話番号  

法人等の名称  

法人等の代表者の  

職名・氏名  
（氏名）   

1．指定に関する事項  

2．人見に関する基準  

函    痺癖療∴牽喚韓国 ハ 

・為                               準琴     琴予     疋ノラ．′∨一．∴           二賢指針  

奉  払数 常勤 ∴ ・船  軒∴1 琴  

幸徒＋   非専従   専従∴   三  人数∴三∴ラ  

人   人   人   人  人  人  

1；雲  
人   人   人   人  人  人  

；二車軸醸 人   人   人   人  人  人  

介撃砕畠∴‘‘∴て 人   人   人   人  人  人  

豪  人   人   人   人  人  人  

■審画醸成担当者 人   人   人   人  人  人   

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数  介護職員  時間      看護職貞  時間   

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する  

ことにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。（平11厚令37第2条第7項）   

－1－  
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（注）事業所にある既存の「前年度利用実績表（月単位）」及び「勤務表（前月1月分）」を添付して下さい。なお、勤務表に  

ついては、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種 ②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間 ③常勤・非  

常勤の別  

※ 介護サービス及び介護予防サービスの利用者の敢並びに総利用者数は、前年度の平均値である（当該年度は毎年4月1日  

から翌年の3月31日）。ただし、新規に指定を受けた場合は、推定数による。利用者数等の平均は、前年度の全利用者等   

の延数を当鞍年度の日数で除して得た数とする。＃定に当っては、小数点第二位以下を切り上げる。（平11厚令37第175  

条第7項・平11老企25第二1（5））  

（参考）  

（1）＜前年度を通して実績がある場合の計其方法＞  

前年度の全利用者等の延教を当該前年度の日数で除して得た数とする。  

（2）＜前年度を通しては実績がないが、開設から1年以上実績がある場合の計井方法＞  

直近1年ー即＝おける全利用者等の延数を1年間の日数で除して得た数とする。  

（3）＜開設から6月以上1年未済の場合の計井方法＞  

直近6月における全判用者等の延赦を6月の日数で除して得た数とする。  

（4）＜開設から6月未満の場合の計其方法＞  

便宜上、利用定員数の90％を利用者数とする。  

＊（2）、（3）、伊）の場合において上記計算方法により難い金塾塑卑翠旦がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推   

定するものとする。   

－2 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

従業者の  （生活相談員）   平11厚令37第175   

人員   ① 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数  条第1項1号・  

を増すごとに1人以上となっていますか。   第2項第1号・  

（例）   第4項・  ［］  ⊂】  

利用者100人まで  常勤換井方法で 1人  平柑厚令35第231  

利用者100人超～200人 常勤換算方法で 2人  条第1項層＝号・第  

②1人以上は常勤ですか。（資格要件なし）   2項第1号・第4項  

（看護職鼻又は介護職員）   平11厚令37第175   

① 看護職眉及び介護職員の合計数は、常勤換算方法  粂第1項第2号イ■  

で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を  第2項集2号イ■  

増すごとに1以上となっていますか。 平11老企25第三の  

（常勤換井方法で 3：1）   十1（1）②・  ［］  ロ  

※ 利用者軌ま、要介護者の利用者及び婁支援2と  平柑厚令35第231  

して認定を受けている利用者の故に、要支援1と  集束1項第2号イ・  

して認定を受けている利用者1人を要介護者0．  

3人と換斉し七合計した利用者数   

② 看護職属の数は、   平11厚令37第175   

t利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっ  条第1項羊2号口・  

ては、常勤換算方法で1以上となっているか、。   第2項第2号ロ・  

・利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、  平18厚令35第231  

常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50  集第1項第2号口・  

又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とな  

っていますか。  【］  ロ  

（例）  

利用者30人まで 常勤換暴力法で1人  

利用者30人超－80人常勤換算方法で2人  

利用者80人超～130人常勤換算方法で3人  

・看護梅見は、看護師又は准看護師の資格を有する者  

か。   

③ 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供  平11厚令37第175   

に当たる介護職員が確保されていますか。   条第1項・  

（資格要件なし）   第2項第2号ハ・  

平11老企25第三の  
【］  □  

十1（1）③  

平18厚令35第231  

粂第1項第2号ハ  

一 3 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   改善方法（別紙可）   

従業者の   看軌具視び介護職属は、主として指定特定施設入居者  平11厚令3了   

人員   生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の  第175条第1項・第  

提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び  2項第2号ハ■第8  

介軌員のうち1人以上は、常勤の者となっています  項・  

か。   ⊂】  ロ                       平11老企25第三の  

十1（1）④・  

平18厚令35第231  

条第5項・  

第8項  

（機能訓練指導且）   平11年令37第175   

①1以上ですか。   条第1項第3号・第  

② 機能訓練指導且は、日常生活を営むのに必要な機能の  2項第3－号・第6項t  

減退を防止するための訓練を行う能力を有する看  平11毛企25第三の  

（※）を配置していますか。   十1（3）－  ロ  ロ  

※ 「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、  平18厚令35第231  

作触法士、音詩聴覚士、看軌■（看護師若しく  集第1ヰ第3号・  

は准看護師）、柔道整復師又はあん摩マッサージ指  第2項第3号・簾6  

圧師の資格を有する者   礪  

（計画作成担当者）   平11厚令37醸175   

① ■1以上（利用者の数が100又はその端数を増すご  集第1項第ヰ号・  

とに1を標準とする）となっていますか。常勤換井  第2項第ヰ号・  

方法で100：1が標準）   第7項・  

② 計画席成担当者は、専らその癒務に従事する介護支  平18厚令35第231  

ロ  ロ  

予防特定施設サービス計画の作成を担当させるの  第2項第4号・  

に適当と認められる者となっていますか。  ≡二  ■二  

（ただし、利用者及び介護予防サービス、居宅サー  

ビスの利用者の処遇に支障がない場合は、当該特  

定施設における他の職務に従事可）  

（管理者）   平11厚令37第176   

指定特定施設又は指定介護予防特定施設ごとに専  条t  

らその職務に従事する管理者を置いていますか。  平18厚令35第232  

（資格要件なし）  条  
［］  ［】  

（ただし、指定特定施設及び指定介護予防特定施設  

の管理に支障がない場合はJ当該施設における他の  

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、  

施設の職務に従事可）  

ー4－  

一82－  

’‾‾‖‾‾‾－Ⅵ    1   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令  遺  

適   

設備に関  ① 指定特定施設の建築物（利用者の日常生活のために使用しな  平11厚令3丁   

する基準   い附属の建物は除く。）は、耐火建物又は準耐火建物となっ  第177条第1  

ていますか。  項・第2項■  

平18厚令35  

②①にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に    第233条策1  

関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいず  項・第2項・  

れかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建  建築基準法  

物であって、火災lこ係る利用者の安全性が確保されていると  （昭和25年  

認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要  法律案 201  

しない。   号）第2条策  

1）スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の  9号の2及び  

材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所にお  第9号の3・  

ける防火区画の設虚等により、初期消火及び延焼の抑制に配  平11老企25  

虚した構造であること。   第三の八  

2）非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体  2（2）・  

制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであるこ  消防法（昭和  

と。   23年法律第  

3）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する  186条）  

避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、か  ⊂】  【コ  

つ。、避難訓練を頻！掛こ実施すること、配置人員を増具するこ  

と等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであるこ  

と．⊃  

－ 5 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令  適  

遺   

設備に関  平11厚令3了  

する基準   第177条第6  

（平成21年3月31日まで）  項・   

主として要介雄状腰   第7項・  

消防用設備  にある者を入居  左た以外のもの   平18厚令35  

させるもの（※）   第233条第6  

消火器貞  1501ポ以上の施設に設置   項・  

1．000ポ以上の  6．000n†以上の   第7項・  

スプリンクラー  
施駿に放置  施故に位置  消防法（昭和  

自動火災報知世情  300rげ以上の施設に毅鷹   23年法律第  

消防機関へ通報す   1鱒条）・  

500rd以上の施駿に設置   

る火災報知役僧  消防法施行  

消肪機開の検査を   令（昭和36  

300ボ以上の施股   
受けるもの  年政令第37  

（※）「主として要介雄状態にある者を入居させるもの」：介護居圭の定員  号）・消防法  

の割合が、一般居圭を含めた施設全体の定員の半数以上のもの（Hll．3．17  施行規則（昭  

消防庁通知第53号）  和36年自治  

省令第6  
ロ  ⊂】  

（平成21年4月1日以降）  号）・  

主として婁介穫状態  イ消防法施行  

消防用投■  にある者を入居  左た以外のもの   令の一部を  

させるもの（※）  
改正する政  

消火器具  令」（平成19  

2丁5rボ以上の  6．000ポ以上の  
年政令第  

スプリンクラー   
施設に取直  施故に散鷹  

179号）・  

自動火災報知投備 全ての施毅に設置 300ポ以上の施毀に役覆  
r消防法施蕎  

消防機関へ通報す  
規則の一部  

全ての施投に毀覆 500n†以上の施附こ散覆  を改正する  
る火災報知散傭  

消防機関の検査を  
省令」（平成  

全ての鬼没  3001ポ以上の施政   
受けるもの  

柑年総務省  

（※）「主として要介緩状態にある者を入居させるもの」：介護居室の定員  
令第㈹号）  

の割合が、一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のもの（H19．12．21  

消防庁通知第390号）  

－6 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   改善方法（別紙可）   

設備に関  ④ －・時介護室（一時的に利用者を移してサービスを行  平11厚令37某1丁7   

する基準   うための圭をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂  条第3項・  

及び機能訓練室を有していますか。   平18厚令35第233  

※ ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うた  粂第3項・  
［コ  t■  

めの皇が確保されている場合にあっては一時介護  平11厚令37附則第  

童を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所  

が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けな  

いことができる。   

（介護居室）  平11厚令37第17了  
介護居室は、次の基準を満たしていますか。  

1）－・の居室の定点は、一人とすること。ただし、利用   条第4項第1号・   
著わ処遇上必要と認められる場合は、ニ人とするこ  
とができるものとする。   

2）プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な  
広さであること。（面積基準はなく、利用者の選択  ［］  ロ  

に委ねることとするため、利用申込者に対して文書   

による説明が必要。）  

3）地階に設けてはならないこと。  
10の2（3）  

－・以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又  

は広間に直接面して設けること。  

（浴室）   平11厚令37第177   

浴室は、身体の不自由な暑が入浴するのに適したも  条第4項第3号・  
［］  【］  

のとなっていますか。   平18厚令35第233  

条第4項第3号  

（便所）   平11厚令37第177   

便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を  ■乗手4項貫4号■  
ロ  ［］  

備えていますか。   平18厚令35第233  

条第4項第4号  

（構造）   平11厚令37第177   

利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空  条第5項・  
【コ  ［］  

聞と構造を有するものですか。   平18厚令35第233  

条第5項  

① 構造設備の基準については、建築基準法及び消防法  平11厚令37第177   

の定めるところにより、適正ですか。   条第7項・  

平18厚令35第233  

条某7項・  

［］  【コ  

消防法（昭和23年  

法律第186条）  

－ 7－  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等）   平11厚令37第192  

集による第11粂の  
準用・平18厚令35   

拒んでいませんか。   ［コ  ロ  

粂の準用・平11老  

企25第三の－の  

3（ヰ）  

②指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施  
条第2項・  

投入居着生活介護手集者以外の者が提供する介護サ   

条第2項・  
□  ロ  

－ビスを利用することを妨げていませんか。  
平11考企25第三の  

十3（2）  

② 入居申込者又は入居者が入院治療を要する看である  平11厚令37第179   

こと等、事業者自らが必要なサービスを提供すること  集第3項・  

【コ  ［コ          が困難であると経めた場合は、適切な病院又は診療所  平18年令35第235  

の紹介その他の適切な措置を速やかた講じています  

か。   

（内容及び手続の説明及び契約の締結等）   法第74集第2項・   

① あらかじめ、利用申込者又はその豪族に対し、運営  平11厚令3了第1丁8  

規程の概要、従廉者の勤務体制、利用料の嶺及びそ  条第1項・  

□  【コ                の改定の方準その他の入居申込者のサービスを記  平柑厚令35第234  

載した主要書項説明暮を交付し、説明しています  条第1項・  

か。   平11老企25第三■  

十3（1）  

② 入居及び碍定特定施設入居者生活介護及び指定介  平11厚令37第178   

謙予防特定施設入居者生活介護の埠供に関する契  条第1項・  

約を文書により締結していますか。（指定特定施設  平18厚令35兼234  
ロ  ロ  

入鹿着生活介護事業及び指定介護予防特定施設入  条第1項・  

居着生活介護の契約について別の契約書とするこ  平11老企25第三の  

となく、一つの契約書によることができる。）   十3（1）  

③ 契約において、入居者の嘩利を不当に狭めるような  平11厚令37第178   

契約解除の条件は定めてはいませんか。   条第2項・  

［］  ロ  

平川厚令35第234  

条第2項  

④ より適切なサービス提供を行うため、利用者を介護  平11厚令．37第178   

居室又は一時介護室に移して介護を行うこととして  条第3項・  

いる場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介  平18厚令35第234  
［］  ［］  

謹皇に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な  

手続をあらかじめ契約に係る文書l享明記しています  

か。   

－8－  

－86－  

叫
」
 
 
 



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

遺   

運営に関  （受給資格等の確認）   平11厚令37第192   

する基準  ① 利用申込者の被保険者証で、被保険者資格、要介  条による第11集の  

護■要支援認定の有無及び要介護一要支援認定の有  準用・  

効期間を確認している。   平18厚令35第245  
【］  ロ  

被保険者証に認定審査会意見が記載されている  条による  

時は、審査会意見に配慮したサービスの提供に努め  第11粂の準用・  

ていますか。   平11老企25第三の  

ーの3（4）  

（要介護・要支援認定の申請に係る援助）   平11厚令37第柑2   

① 利用申込者が要介護・要支援認定等を受けていない  粂による第12粂の  

場合に、要介護・要支援認定申請のために速やかに  準用・  

当該申請が行われるよう必要な援助を行っていま  平18厚令35第245  
□  【コ  

すか。   粂による第12条の  

② 要介護■要支援認定等の申諦が、遅くとも有効期間  準用・  

が終了する30日即こは要介護認定の更新申請が  平‖老企25第三の  

行われるように必要な援助を行っていますか。   －3（5）  

（法定代理受領サービスを受けるため刊用者の同意）   老人福祉法第29条   

①有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅である指  第1項・施行規則第  

定特定施設においてサービスを提供する事業者は、当該  15乗算3号・法案  

サービスを法定代理受領サービスとして提供する場合  41条篤6項・施行規  

は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に  凱第糾条第3号  

説明し、その意思を確認していますか。   平11厚令37第180  

② 市町村又は国民健康保険団体連合会に利用者の同意を  条・  
ロ  ［］  

得た旨及びその氏名等が記載された書類を振出してい  平18厚令35第236  

ますか。   条・  

＊ 提出回数   平11老企25第三の  

1） 同意書類は、一度提出すれば、要介護・要支援認定が更新  －3（6）・  

された場合等であっても、その後の提出は不要。   十3（3）・  

入居者が、他の有料老人ホーム又は適合高齢者専用住宅  平成柑年4月28日  

l±異動した場合は、異動先にて新たに提出することとなる。  事務連絡  

（サービス提供の記録）   平11厚令37第181   

① サービス提供の開始に際しては、当該開始の年月日  条・  

［］  ［］           及び入居している指定特定施設の名称を、サービス  平18厚令35第237  

提供の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用  

者の被保険者証に記載していますか。   

② サービスを提供した際には、提供した具体的なサー  平11老企25第三の   
［コ  □  

ビスの内容等を記録していますか。   十の3（4）  

－9 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   遺  

適   

運営に関  （利用料の受領）   平11厚令37第182   

する基準  ① 法定代理受領サービスとして提供されるサービス  条第1項・  

の利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額  平18厚令35第238  
□  ⊂】  

または居宅支援サービス費用基準額の1割（法令に  条第1項・  

より給付率が9割でない場合はそれに応じた割合）’  平11老企25第三の  

の支払を受けていますか。   －3（10）（D  

② 法定代理受領サービスに該当しないサービスを捷  平11厚令37第182   

供した際の利用料と、居宅介護サ「ビス費用基準額  条第2項・平18厚  

［コ  ロ          との間に、不合理な差額を生じさせていませんか。  令35第238条第2  

項・平11考企25第  

三の－3（10）② 

③ 上記①及び②の利用料のほかには、次の♯用の額以  平11厚令37第182   

外の支払を受けていませんか。   条第3項・  

1）利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上  平18厚令35第238  

の便宜に要する費用   集第3項・  

2）おむつ代   □                        平11毛企25第三の  

3）．特定施設入居者生活介護の捷供において提供され  十3（5）②・  

る便宜のうち、日常生活においても通常必凄となる  平12毛企52・  

ものに係る兼用であって、その利用者に負担させる  

ことが適当と認められる費用   

④ 上記③の費用の嶺lこ係るサービスの捷供に当って  平11厚令37第182   

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当鼓  集第4項■  

サービえの内容及び費用について説明を行L＼、利用  平柑厚令粥第238  
□  □  

者の同意を得ていますか。   条第4項・  

（領収証）   法第41粂第8項・   

① 

る際、利用者に対し領収証を交付していますか。  

②上記①の領収書に保険給付の対象額とその鱒の糞  

用を区分して記載し、その他の費用については個別  
［］  口  

の費用ごとに区分して記載していますか。   

－10－  

－88－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （保険給付の請求のための証明書の交付）   平11厚令37第192   

する基準   法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設  条による第21条の  

入居者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合  準用■平18厚令35  

【コ  ロ                は、提供した措定特定施設入居者生活介護の内容、  第245条による第21  

費用の醸その他必要と認められる事項を記載した  粂の準用・平11老  

サービス提供証明書を利用者に対して交付を行っ  

ていますか。   

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）   平11厚令37第183   

①サービス提供は、特定施設サービス計画に基づき、  
ロ  □  

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行  

われていますか。   

② サービス捷供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利  平11厚令37策183   

用音叉はその家族から求められたときは、サービス  
ロ  【コ  

の提供方法等について、理解しやすいように説明を  

行っていますか。   

③サービス提供に当たって、当該利用者又は他の利用  
条第4項・平18年  

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得   
［］  ロ  

ない場合を除き、身休的拘束等を行っていません  
三の十3（6）・平13  

か。 毛先155  

④ 上記③の身体的拘束等を行う場合には、その態様及  平11厚令37第183   

び時間、その際の利用者への心身の状況並びに緊急  条簾5項・平18厚  

やむを得ない理由を記録していますか。   ロ  ［］            令35第239条第2  

項・平11老企25第  

三の十の3（6）  

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の取扱方針）   平18庫令35第246   

① 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定  条第1項・  
□  ［］  

し、計画的に行っていますか。   平11老企25第四の  

三10（1）  

② 自らその提供するサービスの質の評価を行い、主治  平18厚令35第246   

の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその  条第2項・  
口  □  

改善を図っていますか。   平11老企25第四の  

三10（1）  

③ サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介  平18厚令35第246   

護状態とならないで自立した日常生活を営むこと  条第3項・  

［］  【コ          ができるよう支援することを目的とするものであ  平11老企25第四の  

ることを常に意識してサービスを提供しています  

か。   

－11－  

－89－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービ  平11厚令37第184   

する基準   ス計画の作成）   条集1項・  

⊂】  ［］           ① 管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画  平†1老企25第四の  

及び介護予防特定施設サービス計画の作成に解す  

る業務を担当させていますか。   

② 計画作成担当者は、計画作成に当たっては、利用者  平11厚令37第1糾   

の有する能力、その昔かれている環境等の評価を通  条第2項・  

じて、利用者が現に抱える間楊点を明らかにし、自  平18厚令35第24了  

立した生活を営むことができるように支援する上  条第1号・  □  口  

で解決すべき課題を把握していますか。   平11老企25第三の  

十3（7）・  

第四の三10（2）  

③ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利  平11厚令37第184   

用者について把握された解決すべき課題に基づき、  条第3項・  

他の従業者と協議の上、サー■ビスの日棟及びその達  平18厚令35第247  

成時期、サービスの内容並びにサ「ビスを捷鱒する  集常2号■  口  ロ  

上での留意点等を盛り込んだサービス計画の原案  平11老企25第三十  

を作成していますか。   3（7）・  

第四の三10  

④ 計画作成担当者は、サービス計画作成に当たって  平‖厚令37第184   

は、その原案の内容について利用者又はその家族に  粂第4項・  

対して説明し、文書により利用者の同意を得ていま  第5項・  

すか。（サービス計画の様式については、事業所ご  平柑厚令35第247  

とに定めるもので差し支えない）   条第3号・  ［］  □  

⑤ また、サービえ計画を利用者に交付していますか。  第4号・  

平11老企25第三の  

十3（7）・  

第四の三10（2）  

⑤ 計画作成担当者は、サービス計画作成後において  平11厚令3了第184   

も、他の従業者との連絡を継続的に行うことによ  条露6項－  

り、す－ビス計画の実施状況の把握を行うととも  平18厚令35第2椚  

に、利用者についての解決すべき課題の把握を行  条第7号・第8号・  
ロ  □  

い、必要に応じてサービス計画の変更を行っていま  平11老企25第四の  

すか。   三10（2）  

ー12－  

－90－  



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （介護ト   法第74条第4項・   

する基準  ① 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立  平11厚令37第柑5  

の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術  粂第1項■平18厚  

をもって行っていますか。   □  ［コ                   令35第248条薫1  

また、介護サービス等の実施に当たっては、利用者  項・平11老企25第  

の人格を尊重するとともに、利用者のために忠実にそ  三の十3（8）①・  

の職務を遂行していますか。   第四の三10（3）①  

（∋ 自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以  平11厚：令37第185   

上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきを行  条第2項・平18厚 

っていますか。   令35寮248条第2  
［コ  □  

項・平11老企25第  

三の十3（8）②・第四  

の三10（3）②  

④ 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排・  平11厚令37革185   

せつの自立について必要な援助を行っていますか。  条第3項・平18厚  

令35第248条萬3  
［］  ⊂】  

項■平11老企25第  

三の十3（8）③・  

羊四の三10（3）③  

⑤ 上紀①から③までのほか、利用者に対し、（注とし  平11厚令37箋＝憺5   

て入れる）食事、離床、着替え、整容その他日常生．  集集4項－  

活上の世話を適切に行っていますか。   平18厚令35第248  

粂第4項・  ［］  ［コ  

平11老企25第三の  

十3（8）④・  

第四の三10（3）④  

（機能訓練）   平11厚令37第柑2   

① 利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常  条による第132条の  

生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持の  準用・  
［］  ロ  

ための機能訓練を行っていますか。   平18厚令35第252  

集による集147条の  

準用  

（健康管理）   平11厚令37第186   

看護職鼻は、常に利用者の健康の状況に注意すると  条・  

ロ  ［コ          ともに、健康保持のための適切な措置を講じています  平18厚令35号第  

か。   249条  

－13－  

－91－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （相談及び援助）   平11厚令37第187   

する基準   常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等  条・  

の的確な把握に努め、利用者又はその家族た対し、そ  平柑厚令35第250  

の相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に  条・  □  ロ  

必要な支援をしていますか。   平11毛企25第三の  

十3（9）・  

第四の三10（ヰ）  

（利用者の豪族との連携等）   平11厚令37第柑8   

利用者の生活及び鱒康状態の状況並びにサービス  条・  

の捷供状況を定期的に豪族に報告する等により、常に，  平18年令35第251  

利用者の家族との連携を図るとともに、行事への参加  条・  ［］  ロ  

の呼びかけ等により、利用者とその家族との交流等の  平11老企25第三の  

機会を確保するよう努めていますか。   十3（10）・  

第四の三10（5）  

（利用者に関する市町村への通知）   平11厚令37第柑2   

利用者について、次の各号の状況があった場合には、  集（第26集準用い  

遅滞なく．、意見を付してその旨を市町村ド通知して  平18厚令35第245  

いますか。   集（第23条準用）・  

1）正当な理由なしに指定介護特定施設入居者生活介護  平11毛企之5第3の  
□  ロ  

及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の利用に  10の3（10）・  

関する指示に従わない土とにより、要介練及び要支援  平11毛企25第3の  

状態の程度を増進させたと認められるとき。  1の3（14）  

2）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、  

又は受けようとしたとき。  

（緊急時等の対応）   平11厚令37第柑2   

現にサービスの捷供を行っているときに利用者に  条（第51条準用）・  

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速や  平18厚令35第245  
口  ロ  

かに主治の医師又はあらかじめ当該介護事業者が  集（第51条準用）・  

定めた協力医療機周への連絡を行う等の必要な措  平11老企25簾3の  

置を講じていますか。   2の3（3）  

（管理者の責務）   平11厚令37第192   
●  

管理者は、事業所の従業者の管理及び利用の申込み  条（第52条準用）■  

に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を  平18厚令35第245  

一元的に行っていますか。   ⊂】  ⊂】                 条（第52条準用）・  

平11考企25第三の  

ニ3（4）  

－14－  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （運営規程）   平11厚令37第189   

する基準   施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要  条・  

事項に関する規定（運営規程）を定めていますか。  平柑厚令35某240  

り事業の目的及び遷宮方針  彙－  

2）従業者の職種、員数及び職務の内容  

3）入居定員及び居室数  
平11老企25第三の  

ロ  ⊂］  

4）サービスの内容及び利用料その他の費用の額  

5）利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合  

の条件及び手続  第四の－  

6）施設の利用に当たっての留意事項  

7）緊急時等における対応方法  

8）非常災害対策  

9）その他運営に関する重要事項   

（勤務体制の確保等）   平11厚令37第柑0   

① 利用者に対し適切な介護その他のサービスを提供  条第1項・  

できるよう、事業所ごとに、勤務表上に日々の勤務  平柑厚令35第241  
［コ  ⊂】  

時間、常勤・非常勤の別、兼務関係を明記する等に  粂第1項・  

より、従業者の勤務の体制を定めていますか。   平11老企25第三の  

十3（12）  

② 指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特  平11厚令37第柑0   

定施設入居者生活介護は当該指定特定施設及び指  条集2項・  

定介護予防特定施設の従業者によって行われてい  平18厚令35第241  
ロ  ロ  

ますか。  条第2項  

ただし、手業者が業務の管理及び指揮命令を確実に  

行うことができる場合は、この限りではない。  

③ 指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特  平11厚令37第190   

定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部  条第3項・  

を委託により他の事業者に行わせている場合は、当  平18厚令35第241  
ロ  ロ  

該事業者の業務の実施状況について定期的に確認  条第3項・  

し一、その結果等を記録していますか。   平11老企25第三の  

十3（12）  

④ 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の  平11厚令37第190   

機会を確保していますか。   粂第4項・  

【］  ［】  

平柑厚令35第241  

条第4項  

（協力医療税関等）   平11厚令37第191   

① 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、  条第1項・  

協力医療機関を定め、利用者の入院や休日夜間等に  平18厚令35第242  
⊂】  ロ  

おける対応について円滑な協力を得るため、協力医  条第1項・  

療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決め  平11老企25第三の  

ていますか。   十3（13）  

ー ほ－  
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不「不適」の場合の事由及  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適．び改善方法（別紙可）   

運営に関  ② 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定める  平11厚令37第191   

する基準   よう努めていますか。（努力義務なので、「いいえ」  条第2項・  

に該当しても可）   平18厚令35第242  
［コ    【コ  

条第2項・  

平11毛企25第3の  

10の3（13）  

（掲示）   平11厚令37第192   

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者  条（第32条準用）■  

の勤務体制その他の利用者のサービスの選択に資  平18厚令35兼245  
［コ    ロ  

すると認められる重要事項を掲示していますか。  条（第30集準用）  

（秘密の保持等）   平11厚令37第柑2   

① 事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上  条（第33粂準用）・  

知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてい  平18庫令35第245  
□    ロ  

ませんか。   条（第31条準用）・  

平11毛企25第三の  

－の3（21）（9  

② 従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又  平11厚令37第192   

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者  粂（第33粂準用）・  

との雇用時等に取り決めておくなどの必要な措置  平18年令35第245  
⊂】    ［］  

を講じていますか。   条（第31集準用）・  

平11憩企錆第三の  

－3（21）②  

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報  平11厚令37簾柑2   

を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個  条（算33粂準用）・  

人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじ  平18厚令35第245  

め文暮により得ていますか。（この同意は、サービ  条（第31条準用）・  

ロ    ［］                  ス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な  平11老企25第三－  

同意を得ておくことで足りる。）   3（21）③  

－16一  

一94－  

′  



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  （広告）   平11厚令3了第192   

する基準  ① 事業所について広告する場合においては、その内容  条（第34条準用）・  

が虚偽又は誇大なものになっていませんか。   平18厚令35第245  

② 景品表示法第4条第1項第3号に基づき、下記の事  条（第32条準用卜  

項について明瞭に盲己載され、不当表示となっていま  r有料老人ホームに  

せんか。■   関する不当な表示j  

1）土地又は建物についての表示   （平成16年公正取引  

2）施設又は設備についての表示  ［］  ⊂】  

3）居室の利用についての表示  

4）医療機関との協力関係についての表示  

5）介護サービスについての表示  

6）介護職員等の数についての表示  

7）管理費等についての表示  

＊老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第1項に規定  

する有料老人ホームが該当（rl．指定に関する事項Jを参照）   

（居宅介護支援事業考に対する利益供与の禁止）   平11厚令37第192   

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者  粂（第35粂準用）・  

に対して特定の事業者によるサービスを利用させ  平18厚令35第245  
ロ  ⊂】  

ることの対償として、金品その他の財産上町制益を  条（第33粂準用）・  

供与していませんか。   平11老企25第三の  

－の3（22）  

（苦情処理）   平11厚令37第192   

① 事業者は、利用者及びその家族からの書冊を迅速か  条（第36粂第1項準  

つ適切に対応するために、苦竹を受付けるための窓  用）・  

口を設置する等の必要な措置を行っていますか。   平柑厚令35第245  
ロ  ロ  

＊相談窓口、苦情処理の体制及び手順等措置の概要について  条（第34粂第1項準  

明らかにし、利用申込者又はそのま族にサービスの内容を  用）・  

税明する文書に対する措置の概要についても併せて紀載  平11老企25第三の  

するとともに、事務所に掲示専行っている。 －3（23）①  

② 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録し  平11厚令37第1g2   

ていますか。   条（第36粂第2項準  

用）  

平18厚令35第245  
［］  ［コ  

条（第34条第2項準  

用）・  

平11老企25第三の  

－3（23）②  

－17－  

－95－   



不「不適」の場合の事由及  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

遠び改善方法（別紙可）   

運営に関  ③ 市町村、国民健康保険団体連合会の照会や調査に協  平11厚令37第192   

する基準   力し、指導や助言に従って必要な改善を行い、求め  条（第36条準用）・  

に応じ報告を行っていますか。   平柑厚令35第245  

【コ    ［］            粂（第34粂準用）・  

平11老企25第三の  

－3（23）③  

（事故発生時の対応）   平11厚令37第192   

① サービスの提供により手放が発生した場合は、市町  集（第3一条第1項・  

村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な  第2項準用）・  

措置を行っていますか。   平18甘食35第245  

② 事故の状況及び事故に際して採った処置について  粂（第35粂第1項・  
ロ    ロ  

記録していますか。   第2項準用〉・  

平11老企25第三の  

－3（24）  

③ 賠償すべき事故が発生した埠合は、速やかに損害賠  平11厚令37第192   

償を行っていますか。   条（第37粂第3項準  

用）－  

平18厚令35第245  
【コ    ロ  

条（第35条第3項準  

用）・  

平11老企25第三の  

－の3（24）  

（会計の区分）   平11厚令37第柑2   

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定特定施  条（第38粂準用）・  

設入居者介護・指定介護予防特定施設入居者介練の  平18厚令35第245  

事業とその他の事業の会計を区分していますか。   条（第鋼条準用卜  

平11老企25第三の  
ロ    ロ  

－3（25）・  

平13老振発18  

－18－  

－96－  

・・』   芳
 



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

遺   

運営に関  （非常災害対策）   平11厚令37第192   

する基準  （む 防火責任者等が非常災害に関する具体的計画（消防  条（第103条準用）・  

法施行規則第3条に規定する消防計画（これに準ず  平18厚令35第245  

る計画含む）及び風水害、地震等の災害に対処する  粂（第104条準用）・  

ための計画）を立て、非常災害時の関係機関（地域  平＝老企25第三の  

の消防機関）への通報及び連携体制（消防団や地域  六の3（6）・  

住民との連携を図り消火・避難等に協力してもらえ  消防法（昭和23年  

るような体制）を整備し、それらを定期的に従業者  法律案186条）・  
□  ［コ  

に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必  r消防法施行令の－  

要な訓練を行っていますか。   部を改正する政令」  

②10人以上の社会福祉施設において、防火管理者を選  （平成19 年政令第  

任し、消防計画の作成、防火管理業務を行っている。  1Tg号）・  

基準に満たない事業所においても、防火管理につい  「消防法施行規則の  

ての責任者を定めていますか。   一部を改正する省  

令」（平成19年総務  

省令第郎号）  

（衛生管理等）   平11厚令37第柑2   

① 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用  条（第104条準用）・  

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛  平18厚令35第245  
［］  ［コ  

生上必要な措置を詐じていますか。   条（第105条準用）・  

平11老企25第三の  

六の3（7）  

② 食中幸及び感染症の発生を防止するための措置等  平11厚令37第192   

について、必要に応じ保健所の助言、指導を求める  粂（菓104条準用）・  

とともに、密接な連携を保っていますか。   平18厚令35第245  
［］  ロ  

条（第105条準用）・  

平11老企25第三の  

六3（7）①  

③ インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対  平11厚令37第192   

策、レジオネラ症対策等の感染症が発生し、又はま  条（第104条準用）・  

ん延しないように必要な措置を講じていますか。  平18厚令35第245  
lコ  ⊂】  

粂（第105条準用）・  

平11老企25第三の  

六3（7）②  

一19－  

－97－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法命   適  

適   

運営に関  （高齢者虐待の防止）   「高齢者虐待の防   

する基準  ① 事業所の従業者は、高齢者虐待を発見しやすい立場  止、高齢者の養護者  
［］  □ 

にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努め  に対する支援等に  

ていますか。   関する法律」第4集  

② 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのあ  r高齢者虐待の防   

る暴行を加えていませんか。   止、高齢者の養護者  
［］  ［］  

に対する支援等に  

関する法律j第2集  

③ 利用者を衰魂させるような著しい減食又は長時間  r高齢者虐待の防   

の放置その他の利用者を養護すべき職務上の載務  止、高齢者の♯撞着  
［］  □  

を著しく怠ることをしてい事せんか。   に対する支援等に  

関する法律」第2条  

④ 利用者に対する宇しい暴言又は等しく拒絶的な対  r高齢者虐待の肪   

応その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言  止、高齢者の養撞着  
ロ  【コ  

動を行うことをしていませんか。   に対する支援等に  

関する法律」第2彙  

⑤ 利用者にわいせつな行為をすること又は高齢者を  r高齢者虐待の防   

してわいせつな行為をさせていませんか。   止、高齢者の養護者  
ロ  □  

に対する支援等に  

関する法律J第2条  

⑥ 利用者財産を不当に処分すること、その他当該利用  ¶引阻者虐待の防   

着から不当に財産上の利益をえていませんか。   止、高齢者の養護者  
ロ  □  

に対する支援等に  

関する法ぬ第2条  

⑦ 高齢者虐待の防止について、従業者への研修の実  「高齢者虐待の防   

施、．サービスの提供を受ける利用者及びその家族か  止、高齢者の養護者  
［］  □  

らの書冊の処理の体制の整備等による虐待の防止  に対する支援等に  

のための措置を講じていますか。   関する法律J第20条  

（記録の整備） 平1＝厚令37第193   

① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記餞を整備  条第1項・  
［コ  ロ  

していますか。   平18厚令35第244  

粂青1項  

② サービス計画を保存していますか。（その完結日か  平11厚令37第柑3   

ら2年間）   粂第2項・  

※その完結の日とは、当該利用者の利用終了時（契約終了時や  平18厚令35第244  
［］  ［］  

死亡時など）のこと。以下同様。   粂第2項  

－20－  

－98－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  ③ 提供した具体的なサービスの内容等の記録を保存  平11厚令37第柑3   

する基準   していますか。（その完結日から2年間）   条第2項t  
ロ  ロ  

平18厚令35第2ヰ4  

条第2項 

④ 身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身  平11厚令37第193   

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を保存  条第2項・  
□  ［］  

していますか。（その完結日から2年間）   平18厚令35第244  

条第2項  

⑤ 業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行  平11年令37第193   

わせる場合の当該事業者の業務の実施状況につい  条第2項・  
ロ  ［］  

て定期的に確認した結果等の記録を保存していま  平18厚令35第2朝  

すか。   条第2項  

⑥ 基準第26条の規定を準用する市町村への通知に係  平11厚令37第193   

る記録を保存していますか。（その完結日から2年  条第2項・  
［］  □  

間）   平18揮：令35第2」叫  

集第2項  

⑦ 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録を  平11厚令37第193   

保存していますか。（その完結日から2年間）   条第2項・  

ロ  □  
平18厚令35第244  

条第2項  

⑧ 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録を  平11厚令37第193   

保存していますか。（その完結日から2年間）   条第2項・  
［］  ［コ  

平18厚令35第244  

条第2項  

⑨ 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅にあっ  平11厚令37第193   

ては、法定代理受領サービスとして提供する場合の同  粂第2項・  

意書を保存していますか。（その完結日から2年間）  平18厚令35第244  
ロ  ロ  

条第2項  

－21－  

－99－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適 

変更の届  （変更の届出等）   達筆75粂t   

出等   事業者は、指定に係る事業所の名称及び所在地その  施行規則第131条・  

他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、  

又は手業を廃止し」休止し、若しくは再開したとき  

は、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内  

に、その旨を都道府県知事に届けていますか。  

1）事業所の名称及び所在地  

2）中庸者の名称及び主たる事務所の所在地並びにそ  

の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名  

3）申紳者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書  

又は条例等  □  ロ  

4）建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要  

5）事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴  

6）運営規程  

7）協力医療機関名（歯科含む）及び診療科名並びに契  

約内容  

8） 

9）介護支援専門員（介護支援専門且として業務を行う  

者に限る。）の氏名及びその登録番号  

10）役員の氏名、生年月日及び住所 

‖）その他指定に閲し必要と認める事項   

－22－  

－100－  
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特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護  

（外部サービス利用型）事業者自己点検シート  

記入年月日  平成  年  月  日  

介護保険事業所番号  
L  

名称   ト  
事業所  

所在地  

管理者の氏名  （氏名）  事業所電話番号  

記入担当者職・氏名   （職）  （氏名）  連絡先電話番号  

法人等の名称  

法人等の代表者の  

職名・氏名  
（氏名）  

1．指定に関する事項  

2．人員に関する基準′  

こ′                            班硬筆曙準軍簿設職員申み撃準寧    草野蓼準華準 

奉人数 牒肇萄を＝三  

専  痴鍵 専従 ■d  

庫喪鼻 人   人  人   人  人  人  

こ   人   人  人   人  人  人  

人   人  人   人  人  人  

議  人   人  人   人  人  人  

錬碍尊貴   人   人  人   人  人  人  

計画作成担当者  人   人  人   人  人  人   

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数  介護職員  時間      看護職員  時間   

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する   

ことにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。（平11厚令37第2条第7項）  

－1－  

－101－   



（注）事業所にある既存の「前年度利用実績表（月単位）′」及び「勤務者（前月1月分）」を添付して下さい。なお、勤務表に  

ついては、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種 ②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間 ③常勤・非  

常勤の別  

※ 介護サービス及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値である（当該年度は毎年4月1日   

から翌年の3月31日）。ただし、新規に指定を受けた場合は、推定数による。利用者数等の平均は、前年度の全利用者等   

の延数を当該年度の日数で除して得た数とする。算定に当っては、小数点第二位以下を切り上げる。（平11厚令3丁第175  

条第了項・平11老企25第ニ1（5））  

（参考）  

（1）＜前年度を通して実績がある場合の計井方法＞  

前年度の全利用者等の延数を当鞍前年度の日数で除して得た放とする。  

（2）＜前年度を通しては実績がないが、開放から1年以上実績がある場合の計算方法＞  

直近1年間における全判用看等の延数を1年間の日数で除して得た数とする。  

（3）＜開設から6月以上1年未満の場合の計算方法＞  

直近6月における全利用者等の延数を6月の日数で除して得た数とする。  

（4）＜鵬設から6月未満の場合の計算方法＞  

便宜上、利用定員数の90％を利用者数とする。  

＊（2）、（3）、（4）の場合において上記計算方法により難い合理的な理申がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推   

定するものとする。  

不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

連   改善方法（別紙可）   

従業者の  （生活相験■）   平11厚令37第柑2  

集め4第1項策1号・  
人員   第2項層‖号・   

を増すごとに1人以上となっていますれ  兼5項・  

平18厚令35第255  
（例）  

ロ  ［］  

利用者1叩人まで 常勤換よ方法で1人  
第5項  

利用者100人超－200人常勤換よ方法で2人  

②1人以上は専従の常勤ですか。（資格要件なし）   

（介捷職長）   平11厚令37第柑2   

① 介護職員の合計数lま、常勤換算方法 

ある利用者の致が10又はその端数を増すごとに1  簾2項第2号・  

以上となっても＼ますか。   第4号－  

（常勤換算方法で 10：1）   平11老企25第三の  
［］  ［］  

「介護職員の数」について、要介護者の利用者数  十の2の1（1）・  

に、要支援者である利用者1人を要介護者3分の1  平18厚令35第255  

人と換算して合計した利用者数をもとに、10又は  条第1項第2号・  

その端数を増すごとに1以上と算出するものとす  第2項第2号■  

る。   第4項  

－2 －  

－102－  

1   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   改善方法（別紙可）   

従業者の  ② 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の従業者  平11厚令3丁第192   

人員   が確保されていますか。（資格要件なし）   条の4第4項・  

⊂】  ⊂】           ただし、宿直時間帯についてはこの限りではない。  第2項第2号ハ・  

平‖老企25第三の  

十の2の1（2）  

（計画作成担当者）   平11年令3了第192   

①1以上（利用者の数が100又はその端奴を増すご  条の4第1項第3  

とに1を標準とする）となっていますか。（常勤換井  号■  

方法で100：1が模準）   第2項第3号・  

② 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介凍支  第6項・  

［］  □                          接専門見であって、特定施設サービス計画及び介護  平11毛企25第三の  

予防特定施設サービス計画の作成を担当させるのに  十の2の1（4）・  

適当と認められるものとなっていますか。   平18厚令35第255  

ただし」利用者及び介護予防サービス、居宅サー  条第1項第3号・  

ビスの利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定  第2項第3号－  

施設における他の職務に従事する 第6項  

（管理者）   平11厚令37第1g2   

指定特定施設または指定介護予防特定施設ごとに  集の5・  

専らその職務に従事する管理者を置いていますか。  平18厚令35第256  

（資格要件なし）  条  
【コ  ロ  

ただし、指定特定施設及び指定介護予防特定施設  

の管理に支障がない場合は、当該施設における他の  

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、  

施設の職務に従事することができる。  

－3 －  
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不  

点検項目   点検事項   根拠法令   適  
適   改善方法（別紙可）   

設備に関  （設備）   平1＝厚令37第177   

する基準  ①指定特定施設の建築物（利用者の日常生活のために便  乗算1項t第2項・  

用しない附属の建物は除く。）は、耐火建物又は準耐  平柑厚令35第233  

火建物となっていますか。   条第1項■第2項・  

②①にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火  

活動等に閲し専門的知誰を有する者の意見を聴い  

て、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平   

星建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る  

利用者の安全性が確保されていると認めたときは、  

耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しな   

い。  平11老企25第三の  

りスプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への  ［］  ロ  

難燃性の材料の使用、調理室等火災か発生するおそ   八2（2）・  
れがある箇所における防火区画の放置等により、初  

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造セあること。  

2）非常書報設備の設置等による火災の早期発見及び通  

報の体制が整備されており、円汁な消火活動が可能  

なものであること。  

3）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員  

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能  

な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ  

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の  

円滑な避難が可能なものであること。   

－4一  
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不  

点検項目   点検事項   根拠法令   適  
適   改善方法（別紙可）   

設備に関  ③ 消防用設備等について下記の基準を満たしています  平11厚令37第1了7   

する基準   か。   条紫色項・  

（平成21年3月31日まで）   第了項・  

平柑厚令35第233  

消肪用設備  にある者を入居  左配以外のもの  

させるもの（※）  
条第6項・  

消火器具  150n†以上の施設に設置   第7項・  

1一 6・  

スプリンクラー 消防法（昭和23年  

火災如 法律第186粂）■  
300咄上の施設に位置  

消防法施行令（昭凧仁  

消防機関へ通  

報する火災報 
36年政令案37号）・  

消防法施行規則（昭  

主として要介護状態                        芸㌶若l芸㌫芸若 孟芸  500ポ以上の施設に設置        知設備 消防機関の検 査を受けるも 300ポ以上の施毀  

和36年自治省令第6  

号）■  

（※）「主として要介護状態にある者を入居させるもの」：介護  

居圭の定員の割合が、一般居室を含めた施殴全体の定員の半数  

以上のもの（Hll，3．1了消防庁通知第53号）  
□  ［コ  

179号）・  

（平成21年4月1日以降）  
r消防法施行規則の  

主として要介護状態  

消防用設備 にある者を入居 左記以外のもの   
一部を改正する省  

させるもの（※）   令」（平成19年総務  

－50ポ施設に  
漁火器具 全ての施設に設置 省令第郎号）  

6▼  

スプリンクラー 

自動火災報知全ての施験に設置 
300ポ以上の施投に  

投庸  毀荘  

消防機関へ遺  
500ポ以上の施設に  

報する火災報全ての施設に設置  

知投傭  
設置  

消防機関の検  

査を受けるも 全ての施設 300ポ以上の施設  

の  

（※）「主として要介護状態にある者を入居させるもの」：介護  

居室の定員の割合が、一般居室を含めた施投全体の定員の半数  

以上のもの（Hlg．12．21消防庁通知第390号）  

④ 居室、浴室、便所及び食堂を有していますか。   平11厚令37第192   

ただし、居室の面積が25n†以上である場合には、  

食堂を設けないことができる。   
［］  ［］  

平柑厚令35第257  

条第3項  

一 5 一  
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不  

点検項′目   点検事項   根拠法令  邁  
適   

設備に開  平11厚令3了  
介護居室は、次の基準を満たしていますか。  

する基準   
上必要と認められる場合は、二人とすることができるものと  第1仁項笥1  

する。  
2）プライバシーの保護に配慮し、介護を行える 

ること。（面積基準はなく、利用者の選択に委ねることとす  
⊂】  ロ  

るため、利用申込者に対して文書による説明が必衰。）  平18厚令35  

3）地階に設けてはならないこと。   

4）一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に  
第257条第4  

直接面して放けるとと。   項第1号  

5）・非常通報廃置又はこれに代わる設備を設けていること。  

（浴室）   
平11厚令37  

第1丁7条第4   

⊂l  ロ     浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっ  項第3号・ 平18厚．令35  
ていますか。   第233集束4  

項第3号 

（便所）   
平11庫令37  

第177集第4   

□  ［コ     便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えてい  項第4号・   
平18厚令35  

ますか。  第233集第4  
項第4号  

（構造）   
平11厚令3了  

第192条の6   

① 利用者が車椅子で円滑lこ移動す昂ことが可能な空間と構造  第5項・  【コ  【コ  
平18厚令35  

を有するものとなっていますか。  第25了集第5  

項  

② 構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定め  平11厚令3丁 第1蛇条の6   

るところにより、適正ですか。   第7項t  

平18厚令35  

第257条第7  

項■  
⊂】  【コ           消防法（昭和  

23年法律第  
186条）  

く内容及び手続の説明及び契約の締結等）   
法第74乗算  
2項い   

① あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概  平11厚令37  
第柑2粂の7  

第1項い  

平川厚令35  
［コ  □            第258条第1  

の内容、その事業所の名称、受託居宅サービスの種類、利用   
項  

料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービス  

を記載した重要事項説明書を交付し、説明していますか。  

平11厚令37  
（診．入居及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護   第192条の7   

及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活  第1項・  
平18厚令35  

介護の提供に関する契約を文書にて行っていますか。   ［］  【コ             第258条第1  

項・  
平11老企25  

第三の十の  

2の3（1）  

－ 6 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令  適  

適   

運営に関  ③ 契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除  平11厚令37  
第用2条の7  

する基準   の条件は定めていませんか。  第2項・  

平18厚令35  
□  □  

第258条萬2  

項  

④ より適切なサービス提供を行う、利用者を他の居室に移して介  平11厚令37 第192粂の7  

第3項・   

口  ロ  
移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじ   第258粂第3  

め契約書に明記していますか。   項  

（麺定特定施設入居者生活介護の提供の開始等）   
平11厚令37  

第179彙第1  

項・   

平18厚令35  
⊂】  □  

ませんか。  
第235条第1  

項  

② 指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者  平11厚令3了 第179粂第2  

項・   

とを妨げていませんか。   
平18厚令35  

［］  ロ  

項・  

平11毛企25  

第三の十の  

3（2）  

③ 入居申込者又は入居者が入院治療を要する看であること等、辛  平11厚令37   
第17g条第3  

項・   

D  【］  
た場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他ゐ適切な措置を  平18厚令35 第235乗算3  

速やかに行っていますか。   項  

（受給資格等の確認）   
法第73条第  

2項・平11  

厚令37第   

192条によ  
認定の有無及び要介護一章支援認定の有効期間を確認してい   る第11条の  

ますか。   準用・  

平18厚令35  

ロ  □  

会意見に配慮しサービスの提故に努めていますか。   
よる集11粂  

の準用．・  

平11老企25  

第三の－の  

3（4）①及び  

②  

（要介護・要支援認定の申請に係る援助）   
平11厚令37  

第192条に  

よる第12条   

の準用・  
要介護■要支援認定申請のために速やかに当該申請が行われ   平18厚令35  

るよう必要な援助を行っていますか。   第245条に  

よる第12条  
［］  ロ  

の準用・   ② 要介護・要支援認定等の申請が、遅くとも有効期間が終了す  

る30日前には要介護認定の更新申請が行われるように必   
平11老企25  

第三の－の  

要な援助を行っていますか。   3（5）①及び  

②  

ー 7－  
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不  

点検項目   点検事項   根拠法令   適  
適   改善方法（別紙可）   

運営に関  （受託居宅サービス及び受託介護予防サービスの提供）  平11厚令3了斉川2   

する基準   
①特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サー  

平18厚令35第263  
ビス計画に基づき、受託居宅サービス事業者によ  

り、適切かつ円滑な受託居宅サービスが提供される  

よう、従業者による会＃、サービス提供等に係る情  

報の伝達、サービス計画作成にあったての協議等を  □  ⊂】  

行 

②受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを捷  

供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体  

的なサービスの内容等を文書により報告さサてい  

ますか。   

（法定代理受領サービスを重けるため利用者の同意）   老人福祉法第29集   

①有料老人ホーム及び適合高齢者専用t貸住宅である指  
施行規則策15粂第3  

定特定施設においてサービスを提供する事業者は、当該  

サービスを法定代理受領サービズとして提供する場合  

は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に   

説明し、その意思を確狂していますか。   号  

② 市町村又は国民健康保険団体連合会に利用者の同意を  平11厚令37簾180  
【］  ［コ  

得た旨及びその氏名等が記厳された書類を提出してし†  

ますか。  
平18厚令35第236  

集・  
■撞出回救  平11老企25第三の  

1）同意書類は、一度積出すれば、妻介護・事支援認定が更新さ   

れた場合等であっても、その後の提出は不要。   十3（3）・  

2）入居者が、他の有料老人ホーム又は適合高齢者等用住宅に異  平成柑年4月28日  

勤した場合は、助先にて新たに提出することとなる。   事務連絡  

（サービス捷供の記録）   平11厚令37東川1   

①サービス鱒供の開始に際しては、当該開始の年月日  

⊂】  ⊂】      及び入居している指定特定施設の名称を、サービス のし 
捷供終了に際ては、当該終了の年月日を、利用  

者の被保険者旺に記載していますか。   

②サービスを凍供した際I封も農供した具体的なサー   

ビスの内容等を記録していますか。   十の3（4） 

□  ロ  

（利用料の受領）   平11厚令37第182   

（D法定代理受領サービスとして提供されるサービス  
平18厚令35第238  

の利用者負担として、居宅介護サービス費用基準疲  

または居宅支撞サービス費用基準額の1割（法令に  
tコ  □  

より給付率が9割でない場合はそれに応じた割合）  

の支払を受けていますか。   

ー 8 －  
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不  

点検項目   点検事項   根拠法令   適  
適   

運営に関  ② 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提  平11厚令37第柑2  
条第2項・  

する基準   平18厚令35第238   
ロ  ［］  

との間に、不合理な差額を生じさせていませんか。  条第2項・  
平11老企25第三の  

一の3（10）②  

③ 上記①及び②の利用料のほかには、次の費用の卓以  平11厚令37第柑2   

外の支払を受けていませんか。   条第3項・  

1）利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上  平18厚令35第238  

の便宜に要する費用   条第3項・  

2）おむつ代   平†1老企25第三の  

3）特定施設入居者生活介護の提供において提供され  ［コ  ⊂】  

平12老企52・  
る便宜のうち、日常生活においても通常必要となる  

ものに係る費用であって、その利用者に負担させる  

ことが適当と認められる費用   

④ 上記③の費用の卓に係るサービスの提供に当って  平11厚令37第182   

は、あらかじめ、利用者又はその豪族に対し、当該  乗算4項・  

□  口          サービスの内容及び費用について説明を行い、利用  平18厚令35第238  

者の同意を得ていますか。   条第4項  

（領収証）  
法第射条第8項・  

施行規則寮65粂   
①サ「ビスの提供に要した費用について支払を受け  

る際、利用者に対し領収証を交付していますか。  □  ロ  

②上記①の領収書に保険給付の対象額とその他の費  

用を区分して記載し、その他の費用については個別  

の費用ごとに区分して記載していますか。  

（保険給付の請求のた鱒の証明書の交付）  平†1厚令37第192  

条による集21条の  
法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設    準用・   

入居者生活介護に係る利用料の支払を受けた鳩舎  
条による第21粂の  

は、提供した指定特定施設入居者生活介護の内容、   口  ［］  

費用の点その他必要と認められる事項を記載した  
－3（11）  

サービス捷供証明書を利用者に対して交付を行っ  

ていますか。   

（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の  
条幕2項   

取扱方針）  

①サービス提供は、特定施設サービス計画に基づき、  ロ  ［］  

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行  

われていますか。   

②サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利  
条第3項   

用者又はその家族から求められたときは、サービス  
ロ  口  

の提供方法等について、理解しやすいように説明を  

行っていますか。   

－ 9 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  ③ サービス操供に当たって、当該利用者又は他の利用  平11厚令3丁第1も3  
粂第4項・  

する基準   平18厚令35第239   

ない場合を除き、身体的拘束等を行っていません  【コ  □  

平11竜企25第三の  
か。   十の3（6）－  

平13毛先155  

④上記③の身体的拘束等を行った場合には、その態様  
集第5項・  

及び時間、その際の利用者への心身の状況並びに緊   

急やむを得ない理由を記録していますか。   集第2項・  ⊂】  ロ  

平11老企25第三の  

十の3（6）  

（外部サービス利鱒型指定介護予防特定施設入居者生  
条第1項・ 

活介護の取扱方針）   平11毛企25簾四の   

利用者の介護予防に資するよう、その日横設定し、  □  □  

計画的に行っていますか。   

②′自らその捷供するサービスの辛の評価を行い、主治  
条第2項■  

の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその   

三の10  
【コ  □  

改善を図っtいますか。  

③サービスの提供に当たり、利用者ができる限り事介  
集第3項・  

護状態とならないで自立した日常生活を営むこと   

ができるよう支援することを目的とするものであ  ⊂】  ロ  

ることを■常に意識してサービスを提供しています  

か。   

（外部サービス利用型特定施設サービス計画及び外部  
粂第1項・  

サービス利用型介護予防特定施設サービス計画の   

作成）  
三の10  

①管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画  ⊂】  口  

及び介捷予防特定施設サービス計画の作成に関す  

る業務を担当させていますか。  

②計画作成担当者は、計画作成に当たっては、利用者  
条第2項・  

の有する能力、その置かれている環境等の評価を通   

じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、自  
第5項・  

［］  ［］  

立した生活を営むことができるように支援する上   

で解決すべき課題を把握していますか。   十の3（7）・  

第四の三の10  

－10－  

－110－  

「
 
 
 



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   通  

適   改善方法（別紙可）   

運営に関  ③ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利  平11厚令37第1糾   

する基準   用者について把握された解決すべき課題に基づき、  条第3項・  

他の従業者と協議の上、サービスの目横及びその達  平18厚令35第247  

成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する  条第2項・  【コ  口  

上での留意点等を盛り込んだサービス計画の原案  平11老企25第三の  

を作成していますか。   十の3（7）・  

第四の三の10  

④ 計画作成担当者は、サービス計画作成に当たって  平11厚令37第184   

は、その原案の内容について利用者又はその豪族に  条第4項・  

対して説明し、文書により利用者の同意を得ていま  第5項・  

すか。（サービス計画の様式については、事業所ご  平柑厚令35第247  

とに定めるもので差し支えない）   条第3項・  ［］  ［］  

⑤ また、サービス計画を利用者に交付していますか。  第4項－  

平11老企25第三の  

十の3（7）・  

第四の三の10  

⑥ サービス計画作成後においてもモニタリングの錯  平11厚令37第184   

異などを踏まえ、他の特定施設及び介護予防特定施設  条第6項・  

従業者と連絡を継続的に行い、必要に応じてサービス  平18厚令35笥247  
［］  口  

計画わ変更を行っていますか。   条第8項・  

平11老企25第四の  

三の10  

（相談及び援助）   平11厚令37第187   

常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等  粂・  

の的確な把撞に努め，利用者又はその家族に対し、そ  平18厚令35第250  

の相談に適切に応じるとともに、利用者の社会隼活に  条・  口  ［コ  

必要な支援をしていますか。   平11老企25第三の  

十3（9）・  

第四の三10く4）  

（利用者の家族との連携等）   平11厚令37第188   

利用者の生活及び健康状態の状況並びにサービス  条■  

の提供状況を定期的に家族に報告する等により、常に  平18厚令35第251  

利用者の家族との連携を図るとともに、行事への参加  条・  ［］  ［コ  

の呼びかけ等により、利用者とその家族との交流等の  平11老企25第三の  

機会を確保するよう努めていますか。   十3（10）・  

第四の三10（5）  

－11－  

－111－   



不  

点検項目   点検事項   根拠法令   適  
適   

運営に関  （運営規程）   
平11厚令37第192  

粂の9・   

する基準   施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要  平柑厚令35第259  
粂・  

事項に関する規定（運営規程）を定めていますか。  平11老企25第三の  

（ア）事業の目的及び運営方針  
十の2の3（3）  

（イ）従業者の職種、員数及び職務の内容  

（ウ）入居定見及び居室数  

（工）サービスの内容及び利用料その他の費用の額  

（オ）受託居宅サービス事筆者及び受託居宅サービ  

ス事業者の名称及び所在地  ［】  口  

（力）利点者が他の居室に移る場合の条件及び手続  

（キ）施設の利用に当たっての留意事項  

（ク）緊急時等における対応方法  

（ケ）非常災害対策  

（コ）その他運営に関する重要事項  

注）ー外部サービス利用型指定特定施入居者生活介護の内容jに  

ついては、利用者の安否の確認、生活相談、計画作成の方  

法等を持すものである。  

（受託居宅サービス事業者への委託）   
平11厚令37第柑2  
条の10第1項・   

① 受託居宅サービ不の提供に関する業務を委託す  平柑厚令35第260  
条第1項・  ロ  ［］  

る契約を締結するときは、．受託居宅サービス事業所  
十の2の3（の  

ごとに文書により行っていますか。   

平11厚令37第192  
② 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事  ＿ 条の10第2項・   

業者又は指定地域密着型サービス事業者ですか。   
条幕2項・  

平18厚令35第260   

平11毛企25第三の  
十の2の3（4）  ロ  ［］  

平11厚令37第192  
③ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サ   集の10第3項・   

－ビスの種類は、指定訪由介護、指定訪問入浴介護、  平18厚令35第260 条第3項・  

指定訪問者護、指定適所介護等の皐準どおりです  
十の2の3（4）  ［］  ［］  

か。   

平11厚令37第■192  
④事拳闘始に当たっては、指定訪問介乱指定訪問   粂の川第4項・   

看護及び指定適所介護を提供する事業者と受託居  
乗算4項・  

宅サービス事業所ごとに、これらの提供l羊関する菓  
十の2の3（4）  

務を委託する契約を文書にて行っていますか。   
［コ  ［］  

－12一  

－112一   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  ⑤ 事業開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サ  平11厚令37第192  
条の10第5項い  

する基準   平18厚令35第260   

て、これらの提供に関する業務を委託する契約を文  
平11老企25第三の  

［コ  ［コ  

書にて行っていますか。   十の2の3（4）  

⑥指定認知症対応型適所介護の提供に関する業務を  
条の10第6項・  

受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結す   

る場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の  
平11毛企25第三の  

区域内に所在する事業者と契約を行っていますか。   ⊂】  ［］  

⑦受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管  
粂の10第7項・  

理及び指揮命令を行っていますか。   平18厚令35第280  

条第7項・  Ⅰコ  ［コ  

平11老企25第三の  

十の2の3（ヰ）  

⑧受託居宅サービスに係る業務の実施状況について  
集の10第8項・  

定期的に確認し、その結果等を記録していますか。   

粂第8項・  □  □  

平11老企25第三の  

十の2の3（現  

（勤務体制の確保等）  
平11厚令37第190  

条第1項・  
①利用者に対し適切な介護その他のサービスを提供    平柑厚令35第241   

できるよう、事業所ごとに、勤務表上に日々の勤務  
口  ［コ  

時間、常勤・非常勤の別、兼務関係を明記する等に  

より、従業者の勤務の体制を定めていますか。   

②外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護  
粂第2項・  

及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入   

居着生活介護は当該受託居宅サービス事業者の従  

業者によって行われていますか。   ［］  ［］  

たこだし、事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に  

行うことができる場合は、この限りではない。   

－13 －  

－113一   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

遠   

運営に関  ③，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護  平11厚令37第柑0   

する基準   及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入  条第3項・  

居着生活介護は全部又は一部を委託により他の事  平18厚令35第241  

業者に行わせている場合は、当該事業者の業務の実  条第3項・  ロ  ［］  

施状況について定期的に確認し、その結果を吉己録し  平11毛企25第三の  

ていますか。   十の3（12）②  

④ 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の  平11厚令37第柑0   

機会を確保していますか。   条第4項・  

□  ［］        平18厚令35葉241  

条第4項  

（協力医療機朋等） 平11年令3一策191   

① 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、  条第1項・  

協力医療機瀾を定め、利用者の入院や休日夜間等に  平18厚令35第242  

おける対応について円滑な協力を得るため、協力医  条第1項い  
ロ  ［コ  

療機関との憫であらかじめ必要な事項を取り決め  平11老企25第3の  

ていますか。   10の3（13）  

② 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定める  平11厚令37第柑1   

よう努めていますか。（努力義務なので、「いいえJ  条第2項・  

に該当しても可）   平18厚令35第2ヰ2  
□  【］  

集第2項・  

平11毛企25第3の  

10の3（13）  

（掲示）   平11厚令37第柑2   

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者  条（第32条準用）・  

lコ  ［］          の勤務体制その他の利用者のサービスの選択に資  平18厚令35第245  

すると認められる重要事項を掲示していますか。   粂（第30粂準用）  

（秘密の保持等）   平11厚令37第192   

① 事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上  条（第33条準用）－  

知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてい  平18厚令35第245  
［］  ［コ  

ませんか。   条（第31条準用）・  

平11老企25第三の  

－の3（21）①  

－14－  

－114－  

▼’て   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

運営に関  ② 従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又  平11厚令3了第192   

する基準   はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者  条（第33粂準用ト  

との雇用時等に取り決めておくなどの必要な措置  平18厚令35第245  

を講じていますか。   口  □                  粂く第31条準用）・  

平11老企25第三の  

－3（21）②  

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報  平‖厚令37第192   

を用いる場合は利用者の同意を」利用者の家族の個  粂（第33粂準用ト  

人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじ  平18厚令35第245  

口  口               め文書により得ていますか。（この同意は、サービ  条（第31条準用）・  

ス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な  平11老企25第三－  

同意を得ておくことで足りる。）   3（21）③  

（広告）   平11厚令37第192   

① 事業所について広告する場合においては、その内容  条（第34彙準用）・  

が率偽又は誇大なものにな？ていませんか。   平18厚令35第245  

② 景品表示法第4条第1項第3号に基づき、下記の事  粂（第32条準用）・  

頓について明瞭に記載され、不当表示となっていま  r有料老人ホームに  

せんか。＊   関する不当な表示」  

1）土地又は建物についての表示   （平成16年公正取引  

2）施設又lま設備についての表示  委員会告示第3号）  

［］  ロ  

3）居室の利用についての表示  

4）医療機関との協力関係についての表示  

5）介護サービスについての表示  

6）介護職員等の故についての表示  

7）、管理費等についての表示  

＊老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第1項に規定  

する有料老人ホームが該当（「1．指定に関する事項」を参照）  

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）   平11厚令37第192   

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者  条（第35条準用）・  

に対して特定の事業者によるサービスを利用させ  平18厚令35第245  
□  ⊂】  

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を  条（第33条準用）－  

供与していませんか。   平11老企25第三の  

－の3（22）  



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   遺  

適   

運営に関  （苦情処理）   平11厚令37第柑2  

粂（第36条第1項準  
用）・   

つ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓  
条（第34条第1項準  

ロを設置する等の必要な措置を行っていますか。   用）・  

□  □  
＊相談窓口、苦情処理の体制及び手順等措置の概要について  

－3（23）①  

明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を  

説明する文書に対する措tの概要についても併せて記載  

するとともに、事務所に掲示専行っている。   

②苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録し  
条（某36条第2項準  

ていますか。   
用）・  

平18厚令35兼245  

条（第34集第2項準  

用）・  

平11老企25第三の  

－3（23）②   

③市町村、国民健康保険団体連合会の照会や調査に協  
条（第36粂準用）・  

力し、指導や助言に従って必要な改善を行い、求め   

集（第34集準用）・  
□  ［］  

に応じ報告を行っていますか。  
平11老企25第三甲  

－3（23）③  

（事故発生時の対応）  平11厚令37第192  

条（第37条第1項・  
①サービスの捷供により事故が発生した場合は、市町    第2項準用）・   

村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な  
粂（第35集第1項・  

措置を行っていますか。   第2項準用）・  【コ  ロ  

②事故の状況及び事故に際して・採った処置について  
－3（24）  

記録していますか。   

③賠償すべき事故が発生した場合は∴速やかに損害賠  
条（第37条第3項準  

償を行っていますか。   
用）・  

平日＝軍令35第245  

条（第35条第3項準  

用）・  

平11老企25第三の  

－の3（24）   

－16－  

－116－   



不  

点検項目   点検事項   根拠法令   遺  
適   

運営に関  （会計の区分）   
平11厚令37第192  
条（第38粂準用）・   

する基準   
平18厚令35第245  

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定特定施   条（第36条準用卜  

平11毛企25集三の  
設入居者介護・指定介護予防特定施設入居者介護の   －3（25）・  

事業とその他の事業の会計を区分していますか。   
平13毛振発18  

口  □  

（非常災害対策）   
平1＝匿令37東川2  
条（第103粂準用）・   

平川厚令35第245  
① 防火責任者等が非常災害に関する具体的計画（消防   条（第104条準用）■  

平11毛企25第三の  
法施行規則第3条に規定する消防計画（これに準ず   大の3（6）・  

消防法（昭和23年  
る計画含む）及び風水害、地震等の災害に対処する   法律第186集）t  

r猟防法施行令の－  
ための計画）を立て、非常災害時の関係機関（地域   部を改正する政令J  

（平成19年政令第  
の消防機関）への通報及び連携体制（消防団や地域   179・号）・  

r消防法施行規則の  
住民との連携を図り消火・避難等に協力してもらえ   一部を改正する省  

令」（平成19年総務  
［］  □  

るような体制）を整備し、それらを定期的に従業者  

に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必  

要な訓練を行っていますか。  

②10人以上の社会福祉施設において、防火管理者を選  

任し、消防計画の作成、防火管理業務を行っている。  

基準に満たない事業所においても、防火管理につい  

ての責任者を定めていますか。  

（衛生管理等）   
平11厚令37第192  
条（第Iq4条準用）・   

平18厚令35第245  
（む 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用   粂（第105粂準用）・  

平11老企25第三の  
に供する水について、衛生的な管理に努め、又は術  

生上必要な措置を請じていますか。  
［］  ［］  

② 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等  平11厚令37第192   

について、必要に応じ保健所の助言、指導を求める  条（第104条準用）・・  

とともに、密接な連携を保っていますか。   平18厚令35第245  

条（第105条準用）・  

平11老企25第三の  
［コ  ［】  

六3（7）①  

ー17一  

－117－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適・   

運営に関  ③．インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対  平11厚令3一幕192  
条（第104条準用）・  

する基準   平18厚令35第245   

ん延しないように必要な措置を講じていますか。   Ⅰコ  ロ  

平11老企25第三の  

六3（7）②  

（高齢者虐待の防止）  「高齢者虐待の防  

止、高齢者の養撞着  
①事業所の従業者は、高齢者虐待を発見しやすい立場    に対する支援等に   

にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努め  【コ  ロ  

ていますか。   

②利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのあ  
止、高齢者の養撞者  

る暴行を加えていませんか。   に対する支援等に  

関する法律J第2粂   

③利用者を衰弱させるような苧しい減食又は長時間  
止、高齢者の養護者  

の放置その他の利用者を養護すべき職務上の♯務   

を著しく怠ることをしていませんか。   関する法律j第2集  

④利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対  
止、高齢者の♯撞着  

応その他の利用者に手しい心理的外傷車与える音   

勒を行うことをしていませんか。   御する法律J第2集  

⑤利用者にわいせつな行為をすること又は高齢者を   
止、■高齢者の養撞着  

してわいせつな行為をさせていませんか。   に対する支援等に  

関する法律」第2条   

⑥利用者財産を不当に処分すること、その他当該利用  
止、高齢者の手機者  

青から不当に財産上の利益をえていませんか。   に対する支援等に  

関する法律J第2粂   

⑦高齢者虐待の防止について、従業者への研修の実  
止、高齢者の養護者  

施、サービスの提供を受ける利用者及びその家族か   

らの苦情の処理の体制の整備等による虐待の防止  
［］  ［コ  

のための措置を講じていますか。   

（記録の整備） 平11厚令37第192  

条の11第1項・  
①従業者、設備、備品、会計、受託居宅サービス事業    平柑厚令35第261  ［］  口  

者及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記  

録を整備していますか。   

－18 －  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   遺  

適   

運営に関  ② サービス計画を保存していますか。（その完結日か  平11厚令37第192   

する基準  ら2年間）   条の11第2項第1  

※その完結の日とは、当該利用者の利用終了時（契約終7時や  号■  
ロ  ロ  

死亡時など）のこと。以下同様。   平柑厚令35第261  

粂第2項第1号  

③ 受託居宅サービス事業者及び受託介護予防サービ  平11厚令37第柑2   

ス事業者から受けた報告に係る記録を保存してい  条の11第2項第2  

ますか。（その完結日から2年間）   号・  

8の第2項・  ⊂】  ［］  

平18厚令35第261  

条第2項第2号・  

第263粂第2項  

④ 受託居宅サービスに係る業務の実施状況について  平11年令37第1g2   

結果等を記録し、保存していますか。（その完烏日  粂の11第2項儒3  

から2年間）   ・  □  ［コ  

平18厚令35兼261  

条第2項第3号  

⑤ 利用者に関する市町村への通知に係る記録を保存  平11厚令37某26   

していますか。（その完結日から2年間）   集・  

手相2粂の11声2  

項第4号・  

［コ  口          平18厚令35第23  

条・  

第261粂第2項第4  

号  

⑥ 苦情の内容等の記録を保存していますか。（その完  平11厚令37第36   

結日から2年間）   条第2項・  

第192条の11第2  

項第5号・  

口  ［］  

平18厚令35第34  

条第2項・  

第261条第2項第5  

】＝コ Tぎ  

－19－  

－119－   



不  
点検項目   点検事項   根拠法令   遺  

適   

運営に関  ⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録を  平11厚令37第37  

する基準   
条第2項t  

保存して．いますか。（その完結日から2年間）  第柑2集の11第2  

項第6号・  

平18厚令35第35  
ロ  ロ  

条第2項■  

第261条第2項第6  

号  

⑧捷供した具体的なサービスの内容等の記録を保存  
条第2項・  

していますか。（その完結日から2年間）   第192条の11第2  

項第7号・  

平川厚令35第237  
ロ  ロ  

乗算261粂第2項第  

8号  

⑨身体拘束等の惣様及び時Ⅷ、その際の利用者の心身  
条第5項■  

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を保存   

していますか。（その完結日から2年間）   項簾8号－  

平柑厚令35第239  

条第2項・  
【］  ［］  

第261粂第2項葉月  

号  

⑩法定代理受領サービスを受けるための利用者の同  
項い  

意暮に係る暮類を保存していますか。（その完結日   

から2年間）   条の11第2項第10  

号・  
（（有料老人ホームに係るものに限る。）特定施股入所者生活   平18厚令35第2t；1  

介護を行う青から市町村若しくは国保連に対し、入所者であ  
［コ  ロ 

る要介護被保険者に代わり居宅介護サービス暮の支払を受け  

ることについて要介詳披保険者の同意を得た旨及びその者の  

氏名等が記載された書類）に規定する書類   

⑪ 基本サービスに係る業務の全部又は一部を委託し  平11厚令37第190   

た場合は、当該事業者の業務の実施状況について綜  粂第3項・  

果等の記録を保存していますか。（その完結日から2  第1犯条の‖第2  

年間）   項第9号・  

ロ  口                  平柑厚令35常241  

条第3項・  

第261条第2項第10  

⊂コ 臼  

－20－  
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不  
点検項目   点検事項   根拠法令   適  

適   

変更の届  （変更の届出等）   法第75条－   

出等   事業者は、指定に係る事業所の名称及び所在地その他  施行規則第131条■  

厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又  

は事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、  

厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、  

その旨を都道府県知事に届けていますか。  

り事業所の名称及び所在地  

2）申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにそ  

の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名  

3）申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書  

又は条例等  □  □  

4）建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要  

5）事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴  

6）運営規程  

7）協力医療機関名（歯科含む）及び診療科名並びに契  

約内容  

即居宅介護サービス真の請求に関する事項  

9）介護支援専門員（介護支援寺内員として業務を行う  

者に限る。）の氏名及びその登録番号  

10）役鼻の氏名、生年月日及び住所  

1りその他指定に関し必要と認める事項   

－21－  
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認知症対応型共同生活介護  
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認知症対応型共同生活介護。介護予防認知症対応型共同生活介護自己点検シート  

点検した結果を記載して下さい。  

くださいく複数の介護従事者がいる場合は、1  

番多数の利用者を担当している介護従事者の担  
当利用者数を記載）  

の見紛ま模  
（2）  

ち1以上の者は、介護支援  

（1）．主  

（2）管理者は、必要な研修を修了していますか。  

（注）事業所にある既存の「単位毎の利用者実績（前月1月分）」及び「勤務表（前月1月分）」を添  
付して下さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員  
の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別  

ー125－  
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点検項目   確認事項   
根拠条文  点検  

適l   
改善方法（別紙可）   

Ⅲ 運営基準   

運営基準第  

サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、判  
用申込者またはその家族に対し」運営規定の概  

内容及び手続  要、介護従事者の勤務の体制その他の利用申込  
きの説明・同   者のサービスの選択に資すると駿められる重要   【コ  □  

意   予防基準第   
85条により   

ますか。   準用する運  
営基準第11  

運営基準案  
108条によ  

り準用する  
サービスの提供を求められた場合は、その昔の     運営基準案   

受給資格等の  提示する被保険者柾によって、被保験者資格、  12条   
確馳   要介護認定等の有無及び要介撞認定等の有効期  予防基準第  

ロ  ［】  

間を確かめていますか。   85粂により  

準用する運  
普基準常14  

号   

運営基準第  
108条によ  

り準用する  
運営基準第  

要介護馳走の 申括に係る撲  要介捷認定等の更新の申請が、遅くとも当該利 用者が受けている要介準馳走等の有効期間が絶 了する30日前にはなされるよう必要な援助を行  
助  

85条により  

なっていますか。  準用する運  
営基準第15  

号   

入居中込看め入居に際しては、その者の心身の  
（1）状況、生活歴、病匿等の把握に努めています か ．［］  ⊂】  

。   

74条  

知症の状態の  
（2）空完も、  口  ［］  

入退去  サービス提供が困難であ早場合は、適切な他の  （3）あ  ［コ  口  

な措置を速やかに措じていますか。  

退居の特には、利用者及び家族の希望を踏まえ  
（4）た上で、退居後の生活環境や介捷の継続性に配  ［］  ロ  

慮し、必要な援助を行なっていますか。  

入居の年月日及び入居している共同生活住居の  
サービス提供    （1）名称、又は、退居の年月日を被保険者征に紀載  

体的なサ‾ピえの内容等を記録して  

一126－  
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点検項目   確認事項   根拠条文   
点検  

適   改善方法（別紙可）   

運営基準第  
108条によ  

り準用する  

保険給付のた   
運営基準第  

利用料の支払を受けた場合は、必要な事項を記      22粂  
めの証明書の   予防基準案  
交付   付していますか。   

85条により  

準用する運  
営基準第23  

号   

記知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然  
（3）かつ画一的なものとならないよう配慮して行な  

われていますか。  

介株事業者は、サービスの提供に当たっては、  

（4）‡£姦姦畏誓言誓忘や  
すいように説明を行なっていますか。  

サービスの提供に当たっては、当政利用者又は  
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊  
急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他  
利用者の行動を制限する行為（身体拘束等）を  

（5）詣忘宗峯上、利用者の身棚束が認  
められるのは『切迫性』『非代替性』『一時  
性』の三つの要件を満たし、かつ、それらの要  
件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されて  
いるケースに限られます。  

－127－  
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利用者が有する能力を最大限活用することがで  

のコミュニケーションを十分に図るこ  

計画作成担当者は（1）に規定する利用者の状況  
及び希望を踏まえて、目標を達成するための具  

（む体的なサービスの内容、サービスの提供を行う  
期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生  
活介護計画を作成していますか。  

計画作成担当者は、適所介護等の活用、地域 
（3）おける活動への参加の機会の提供等により、 

用者の多様な活動の確保に努めていますか。  

計画作成担当者は、介護予防駄知症対応型 

（4） 

利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれ  

（6）芸詣誓  
介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づ  

（7）き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を  
行っていますか。  

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその  
（8）家族に射し、サービスの提供方法等について理  

解しやすいように説明を行っていますか。  

計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏ま  
（10）え、必要に応じて介護介護予防認知症対応型共  



利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい  
る環境を踏まえて、他の介挫従業者と協議の  

）  

体的なサービスの内容等を記載し七介護計画を  
作成していますか。  

認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっ  
）  

対して説明し、利用者の同意を得ていますか。  

利用者の食事その他の家事等は、利用者と介護  
）   

理を一元的に行っていますか。  
また、介護従業者に必要な指揮命令を行ってい  
ますか。   

点検項目  

利用者に関す   
四  

通知   

（2）   

認知症対応型   
共同生活介護   
計画の作成  

（2  

（3  

（4）  

（5）   

介護等   

（2）  

（3   

緊急時等の対  四  
応  

（2）   

管痩者及び  
サービス提供   
責任者の責務   



常に利用者の家族との連携を図るとともに、利  
（3）用者とその家族との交流等の機会を確保するよ  □   

う努めていますか。  

運営基準第  
管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サー  
ビス、指定地域密着型サービス、指定介護予防  
サービス若しくは地域密着型介捷予防サービス  

管理者による  の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福  
祉施設を管理する者となっていませんか。ただ  

⊂】  口  
管理  

し、これらの事業所、地殻等が同一敷地内にあ  
ること等により当骸葬同生活住居の管理上支障  
がない場合は、この限りではありません。   

共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営に  
運営基準案  
102条  

ついての重要事項に関する規程を恵めています  
か。  
（か事業の目的及び運営の方針  

79条   

②■従業者の職種、員数及び職務内容  
運営規程  ③利用定点  □  □  

④指定（介経予防）認知症対応型共同生活  
介姓の内容及び利用料その他の兼用の轍  

⑤入居に当たっての留意事項  
⑥非常災害対策  
⑦その他運営に関する重要事項  

り準用する  
運営基準第  

非常災害に関する具体的計画を立て、非常虫害  

非常災害対策  時の尉係機関への通報及び連携体制を整備し、 それらを定期的に従業者に周知するとともに、 定期的に避難 □  

、救出その他必要な訓練を行って   
いますか。   営基準第30  

条   

運営基準第  
利用者に対し、適切な指定（介捷予防）経知症   103条   

勤務体制の確        □  ［］     （1）対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者  予防基準第  
保等  

の勤務の体制を定めていますか。   80粂  

（1）の介雄従業者の勤務の体制を定めるに当  

（2）宗主  
ロ  ［］  

提供た配慮していますれ  

ために・その研修の  （3）ぞ㌘  □  ⊂】  

運営基準第  
108条によ  

り準用する  
事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従     運営基準第   

掲示  
業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ」ビ  33条  
スの選択に資すると認められる重要事項を掲示  予防基準第  

⊂I  口  

していますか。   85条により  

準用する運  
営基準第32  

粂   
－130－  



サービス担当者会誇等において、利用者の個人  （3）裏  
を、あらかじめ文書により得ていますか。   

サービスの提供に当たっては、利用者、利用者  

運営推進会議で出された報告、評価、要望、助  
（3）音等についての記録を作成し、これを公表して  

事業の運営に当たっては、地域住民又はその自  
（4）発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域  

との交流を囲っていますか。  

事業の運営に当たっては、提供した認知症対応  
型共同生活介護に関する利用者からの苦情に関  

（5）して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を  
行う事業その他の市町村が実施する事業に協力  
するように努めていますか。  



には、当該苦情の  （2）誓浣驚  
苦情がサ「ビスの質の向上を国る上での重要な  

（3）空き  

ら行っていますか。  

提供したサービスに関し、市町村が行う文書そ  
の他の物件の提出等に応じ、及び市町村が行う  

（4）粥査に協力するとともに、市町村から指導又は  
助音を受けた場合においては、当該指導又は助  
音に添って必要な改善を行っていますか。  

4）の改善  （5）芸詫書諾ご  
提供したサービス係る利用者からの苦情に閲し  
て国民健康保険団体連合会が行う調査に協力す  

（6）妄旨妄買讐冨禁吉苧窒姦品等  
又は肋音に従って必要な改善を行っています  

－132－  
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（2） 

サービスの提供により賠償すべ  
た場合は、損害賠償を速やかに  

及び会計に関する批録を   

利用者に対するサービスの提供に関する次に掲  
げる記録を整備し、その完結の日から2年間保  
存していますか。  
①（介捷予防）級知症対応型共同生活介護計画  
②具体的なサービスの内容等の記録  
③身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者  
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の  

⑤苦・情の内容等の記録  

望、助言等の記録  

事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所   
在地その他厚生労働省令で定める事項に変更が   
あったとき、又は当該（介護予防）琵知症対応   

は再開したときは、厚生労働省令で定めるとこ  
ろにより、10日以内に、その旨を市町村長に届  
け出ていますか。  
①事業所の名称及び所在地  
②申請者の名称及び主たる事務所の所在地並び  
lこその代表者の氏名、生年月日、住所及び撤名  
③申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項  
証明書又は条例等  
⑥建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要  

⑦協力医療機関の名称及び診療科目並びに契約  
の内容（協力歯科医療機関があるときはこれを  

⑧介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院  
等との連携体制及び支援体制の概要  
⑨地域密着型サービス費の請求に関する事項  
⑩役員の氏名、生年月日及び住所  
⑪介護支援専門員の住所及びその登録番号   
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小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護  

自己点検シート（案）  

記入日．平成  年  月  日   

■事業所番号、事業所の名称、連絡先等をご記載してください。  

法 人 名  

代表者職名・氏名  

事業所番号   

フ リ ガ ナ  

事業所名  

（〒  ）   

住 所  

連 絡 先   電 話  FAX  

登録定員数   人   通いの定員   
宿泊サービス  

人     の定員  
人   

開設年月月日   平成  年  月   

記載担当者   職 名  氏 名  

＊基準「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年三月十四日）」  
（厚生労働省令第三十四号）  

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年三月三十一日）」  
（厚生省令第三十七号）  

＊hint 汐 その項目を検討するうえで、考えるためのヒントを掲示したもの   
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Ⅰ人員に関する基準   

Ⅰ－1代表者について  

（部署：  役職：  ）  

※地域密着型サービスの事業部門責任者を代表者としている場合は、部署及び役職、氏名を記入し  
てください  

皐拳第64粂・65粂  
O「法人の代表者又はその事業部門の責任者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービ 

ター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介   
護鼻等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しく   
は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者」に該当していますか。  

O「厚生労働大臣の定める研修」＝次のいずれかの研修を既に受講し、修了証の交付を受けて   
いますか。  

① 痴呆介護実務者研修（基礎課程又は専門課程）（H16年度まで実施）  
② 認知症介護実践者研修又は実践リーダー研修（H17年度以降）  
③ 認知症高齢者グループホーム管理者研修（H17年度実施）  
④ 認知症介護指導者研修  
⑤ 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修  
⑥ 認知症対応型サービス事業開設者研修（平成18年度以降）  

基準に適合していない場合の事由及び改善方法  

Ⅰ－2 管理者について  

氏  名  

当該事業所で兼務  

する職種  

事業所に併設す  
る基準第63条第6  
項にある併設施  役 職  
設の種類及び名  
称  

管理者の方の氏名を記入してください。当該小規模多機   能型居宅介護事業所の従業者と   
を記入してください。  して従事する場合はその職種名（例：介護支援専門員）   

基準第64粂・65粂  
O「特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型   

共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に   
従事した経験を有する者」に該当していますか。  

O「厚生労働大臣の定める研修」を既に受講し、修了証の交付を受けていますか。  
① 認知症介護実践者研修（基礎課程含む）  

知症対応型サービス  理者研修  

基準に適合していない場合の事由及び改善方法   
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介護支援専門員の方の氏名を記入してください。当該小規模多機能型居宅介護事業所の  
として  入してください  はその   

基準第63亀  

O「専らその職務に従事する介護支援専門員を配置しなければならない。ただし、利用   
者の処遇に支障が無い場合は、管理者との兼務もできる。また、非常勤でも差し支え   
ない」に該当していますか。  

○介護支援専門員の資格を有していますか。  
O「厚生労働大臣の定める研修」を既に受講し、修了証の交付を受けていますか。  

① 認知症介護実践者研修（基礎課程含む）  
② 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修  

基準に適合していない場合の事由及び改善方法  

について  

平成●年●月の勤務実績を作成してください。   
※なお、作成にあたって以下の要件を追記してあれば勤務表添付でも可。  

① 指定基準上必要な職種を明記（管理者、計画作成担当者、看護職員、介護職員）。  
② 夜勤者、宿直者を明記。  
③ 専従、兼務、常勤、非常勤の別の明記。  
④ 従業者ごとに勤務時間数の明記。  

約 基準集条 O「従業者のうち1以上の者は常勤でなければならない」に該当していますか。  
O「小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上は看護師又は准看護師でなければならない」   

に該当していますか（常勤・非常勤は問われていません）。  
○常勤とは、勤務時間が、就業規則等によって事業所が定めている常勤の従業者が勤務すべき   

時間数に達していること。  
○各日とも、日中の勤務帯において通いの定員に対し、3：1の人員配置＋1人（訪問担当）   

になっていますか？（通い定員15人の場合 職員5人＋1人＝6人）  
※1人＝1日8時間の場合では、（5人×8時間）＋（1人×8時間）＝朋時間  

○常勤は週32時間以上（通常／過40時間程度）になっていますか。また、常勤換算方法とは、   
当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間   

数（最低32時間）で除すことにより、当該事業所の員数を常勤の従業者の員数に換算する方   
法。  

○通いのサ仙ビス提供時間と日中の勤務帯について、日中の勤務帯（夜間及び深夜の時間帯を   
除いた時間）を6時～21暗までとした場合、常勤換算方法で通いの利用者の3人に対して1   
名の従業者を配置すればよいことから、通いの利用者が15人の場合、日中の常勤の介護従事   
者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5名＝延べ40時間のサービスが提供されて   
いることが必要である。それに加え、日中については、常勤換算方法で1名以上に訪問サー   
ビスの提供を行い、夜間については、夜勤者1名、宿直者1名に宿泊サービス及び夜間の訪   
問サービスに当たらせるために必要な介護従業者を配置する必要がある。  

○夜間、利用者がいない場合でも、夜勤者もしくは宿直者が事業所にいますか。  
○事業所に併設する認知症対応型共同生活介護事業所等が1ユニットに限り、夜勤を行う職員   

の兼務が認められている。なお、この場合も、別に宿直職員1名が必要である。  
○基準第63条に定める員数を配置していない場合は、所定単位数に100分の70を乗じて   

得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例に   
より算定することになります。  
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※人員基準上溝たすべき職員を算定する際の利用者数は、当該年度の前年度の平均を用いる   
こととなります。ただし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月   
における全利用者数等の延数を6月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点か   
ら6月未満の間は通いサービスの利用定員の5■0％の範囲内で届出された利用者見込み   
数を前提に算定することとなります。  

※人員欠如状態のまま事業を継続している場合、指定基準等の違反として指導・指定取り消   

し等の対象となります。  

基準に適合  していない場合の事由及び改善方法  

参考）  

hint珍職員の実際の配置は、その日ごとの状況に応じて判断する。  
hint伊上記配置は、通いや訪問サービスに固定しなければならないという趣旨ではなく、日  

中勤務している介護従事者全体で通いサービス及び訪問サービスを行うことを指す。  
hint汐夜勤者に加えて配置される宿直職員については、主として登録者のからの連絡を受け  

ての訪問に対応するために配置されるものであることから、連絡を受けた後、事業所  
から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問に支障がない休  
制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はない。  

Ⅱ運営に関する基準  

Ⅱ－1小規模多機能型居宅介護の基本取扱方全ト（基準第72貞  

（1）サービス評価を実施していますか。  

・自己評価（はい・いいえ）  

・外部評価（はい・いいえ）  

（2）評価結果を公表し、常にその改善を図っていますか。  

（適・不適）  

（適・不適）  

不適合の場合の事由及び改善方法  

Ⅱ－2 小規模多様能型居宅介護の具体的取扱方針（基準筆73条） 

（1）通いサ→ビス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせ、 （適・不適）  

サービスを提供していますか。  

（2）利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送るこ（適・不適）  

とができるよう配慮していますか。  

（3）サービスの提供に当たって、懇切丁寧に利用者又はその家族に対し、 （適■不適）  

サービスの提供等について、理解しやすいように説明をしていますか。  

（4）身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身休的拘束等」（適一・不適）  

という。）を行っていませんか。  

（5）通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いて （適・不適）  
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いませんか。  

（6）登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、 （適・不適）  

訪問サーービスの提供、電話連絡による見守り等をしていますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

’（基準第73粂）  

○利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動   

への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通い   
サービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行う   

ものとする。  

○利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生   

活を送ることができるよう配慮して行うものとする。  

○サービスの提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的になら   
ないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行   

うものとする。  

○サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サ   

ービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。   

○サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊   

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘   

束等」．という。）を行ってはならない。  

○通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない。  

○登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、一電   
話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを   

提供しなければならない。  

O「訪問サービス」小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは、身体介護に限られないため、利   

用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけを等を行った場合でも訪問サービスの回数に含め   

て差し支えない。  

Ⅱ－3 居宅サービス計画の作成等（基華第74条）  

（1）管理者は、介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する（適・不適）  

業務を担当させていますか。  

（2）介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所と同様の業務を行っていま（適・不適）  

すか。  

（3）居宅サー・ビス計画は全表（1～8表）作成していますか。  （適・不適  

（4）利用者及び家族の抱える課題を把握していますか。  （適・不適  

（5）また、課題に対応するための適切な計画になっていますか。  （適一不適  

（6）登録者全員の居宅サービス計画を作成していますか。  （適・不適  

（7）居宅サービス計画を利用者もしくは介護者に説明していますか。   （適■不適  

（8）計画作成後も、サービスの実施状況や利用者の様態の変化等の把握を行（適・不適   
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い、必要に応じて計画の変更をしていますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

参考）   

hint汐自己実現に向けたケアマネジメントができていますか  
（即応性、柔軟性、チームケア、家族支援、ライフスタイルの保持・保障、役割・生き  
がい、情報提供、自己決定、地域資源の活用等）  

Ⅱ‾4 小規裸多雄能型居宅介攣計画の作風（基準第刀 

（1）管理者は、介護支援専門員に登録者の小規模多様能型居宅介護計画の作（適・不適）  

成に関する業務を担当させていますか。  

（2）地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動（適・不適）  

の確保ができていますか。  

（3）利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成し（適・不適）  

ていますか。  

（4）小規模多機能型居宅介護計画を利用者又は家族に対して説明し、同意を（適・不適）  

得、交付していますか。  

（5）計画作成後も、サービスの実施状況や利用者の様態の変化等の把握を行（適・不適）  

い、必要に応じて計画の変更をしていますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

参考）  

．hint汐仕の健康管理に配慮できていますか  
例）慢性疾患の管理・受診、主治医に留意すべき事項の確認、内服薬の確認、看護  

的な処置、水分摂取、便秘予防、栄養管理、体力低下の予防、口腔ケア など   
hint厨認知症の軽減  

例）身体不調、環境不適応、孤独、現実逃避、自我放棄などの周辺症状の背景の洞察、  
金銭管理、被害妄想、作話、物忘れ、感情不安定、強いこだわり など   

hint夢心理面の付度  
例）人生暦から人物像を捉える、性格■噂好、心理状況、意欲を刺激する関わり方  

など   

hint汐時間の使い方  

例）どのような過ごし方が満足度に役立つかの観察 

hint汐周囲（人・物）との関係性への配慮  

例）安定・不安定の要因分析、抑制・孤独の有無、福祉用具の検討、 など   

hint汐ストレスの分析と軽減策  

例）本んのストレス、家族のストレス、地域住民の認知症に対する不安 など   
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hint汐社会交流  

例）利用者の閉じこもり防止、外出の支援、家族の社会交流 など  

hint拶家族関係  

例）重度化要因の説明、防止策の説明と理解、家事・介護負担、経済面などの状況把  
握及び支援 など  

Ⅰ－5脚   
（1）利用者の心身の状況に応じ、利用者の自主性を保ち、意欲的に日々の生（適・不適・）  

活が送れるよう支援していますか。  

（2）家族や地域との関係調整も含めたケアを実施していますか。  （適・不適）   

（3）サービスを利用するにあたり、利用者や家族に付添者を付けるなどの要（適・不適）  

求をしていませんか。   

（4）良好な人間関係に基づく仮定的な生活環境の中で日常生活が送れるよう（適・不適）  

利用者とともに、食事や清掃、洗濯、買い物、園芸、農作業、レクリエ  

ーション、行事等を可能な限り共同で行っていますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

Ⅱ1；社会生活上の便宜の提供等（基準第79条）   

（1）利用者の外出の機会の確保、その他の利用者の意向を踏まえた地域生活（適・不適）  

支援をしていますか。   

（2）必要な行政棟関に対する手続き等、必要に応じて同意を得た上で代わり（適・不適）  

に行っていますか9   

（3）利用者の家族に対し、会報の送付、行事への参加の呼びかけ等、利用者（適■不適）  

と家族の交流の機会を作っていますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

参考）   

bint汐小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のう  
ち通院・外出介助も含まれます。  

Ⅱ－7 運営規程■定員等（基準第81条・82条）   

（1）運営規程の内容は実態に即したものになっていますか。   

（2）休業日はありませんか。   

（3）通いサ岬ビスの営業時間を記入してください （  

－7－  
－143－  

（適・不適）  

（適・不適）  

まで）   



（4）■宿泊サービスの営業時間を記入してください （  まで）  

（5）登録定員は何人ですか  （  人）  

不適合の場合の事由及び改善方法  

hint珍登録定員の遵守：基準82条で、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用  
定員を超えてサービス．を捷供してはいけない。ただし、利用者の様態や希望、介護者  
の急病等のため、事業所においてサービスを提供する必要が生じた場合や登録者全員  
を集めての催しを兼ねたサービス提供の場合等の特に必要と認められた場合は、この  

Ⅱ－8  、 ‾  の  ・ 80・81   

（1）利用者の病状の急変が生じた場合等、主治医や協力医療機関へ連絡をと（適・不適）  

っていますか。  

（2）非常災害に対して必要な具体的計画（マニュアル）を策定していますか。（適1不適）  

（3・）関係機関への通報及び連携休制の整備がなされていますか。  

（4）避難・救出訓練を実施していますか。  

（5）防火管理者を置いていますか。  （氏名：  

（6）事故対応マニュアルを策定し、周知徹底していますか。  

（7）事故の状況及び事故時の対応状況について記録していますか。  

（8）感染症マニュアルに基づき、周知徹底していますか。  

（9）損害賠償保険に加入していますか。   

※防火管理者については、収容人数10人以上の場合。  

（適・不適）  

（年  回）  

）  

（適・不適）  

（適・不適）  

（適・不適）  

（適・不適）  

不適合の場合の事由及び改善方法  

Ⅱ岬  

（1）運営推進会議を実施していますか。  （適・不適）（年  回）  

（2）運営推進会議では、通いサービス、宿泊サービスの提供回数等の活動状（適・不適）  

況を報告していますか。  

（3）運営推進会議による評価を受けていますか。  

（4）運営推進会議から必要な要望、意見等を聞く機会を設けていますか。  

（5）地域住民やボランティア等と連携や協力していますか。  

）
 
 
）
 
 
）
 
 
 

適
 
適
 
適
 
 

不
 
不
 
不
 
 
 

適
 
適
 
適
 
 
 

（
 
 
（
 
 
（
 
 不適合の場合の事由及び改善方法  

ー8－  
－144一   



hint汐運営推進会譲委員の理解と協力により、認知症サポーターの養成や地域啓発の役割を  
委員の皆様に協力いただいたり、利用者支援に協力いただいたりと、事業所の一番の支  
援者として活動している運営推進会議もあります。  

hint汐家族会や家族の集いを開催し、地域啓発の役割を担っていただいたり、事例解説を通  
じて悪化防止の理論や知識を説明することも大切です。  

且ユ旦 

（1）管理者を含む従業者と労働契約（雇用契約）等を結んでいますか。  （適・不適）   

（2）全職員について、出勤簿やタイムカード等により勤務実績がわかるよう（適・不適）  

になっていますか。   

（3）業務日誌を整備し、事業所として1日のサービス提供実績を記録してい（適・不適）  

ますかく，   

（4）居宅サービス計画や小規模多機能型居宅介護計画等の諸記録を完結の日（適・不適）  

から2年間保存していますか（基準87条）。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

川∴i引  塩＋ ＝声粥用口白 魚臼三 土山ト E   

（1）利用者から．1割負担分を徴収していますか。  

（2）利用者に対して領収書を発行し、控えを保管していますか。  

（3）領収書には、費用の額を区分して記載していますか。  

）
 
 
）
 
 
）
 
 
 

適
 
適
 
適
 
 

不
 
不
 
不
 
 
 

適
 
適
 
適
 
 
 

（
 
 
（
 
 
（
 
 不適合の場合の事由及び改善方法  

旦珊   

（1）就業規則及び労働契約書等において、正当な理由がなくその業務上知り（適・不適）  

得た利用者やその家族の個人情報を漏らすことを禁止する記載がありますか。  

（2）利用者全員から個人情報使用同意書等で利用者等やその家族の個人情報（適・不適）  

をサービス担当者会議等で使用することについて同意を得ていますか。   

（3）保有個人データの管理・開示手順、個人情報管理者等を定めた、個（適■不適）  

人情報保護に関する規定を整備していますか。  
不適合の場合の事由及び改善方法  

＿ユ指＿   



Ⅱ－13 苦情対応．（基準第37条）  

（1）利用者及びその家族に対し、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等の概 （適・不適）  

要について明らかにしていますか。また、その概要についてサービスの  

内容を説明する文書に記載し、配付していますか。  

（2）相談窓口、苦情処理の体制t手順について、事業所内に掲示していますか（t適・不適）  

（3）利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要として次の内容が （適・不適）  

記載されていますか（事業所担当窓口 市町村窓口 国保連窓口）  

（4）サービスの内容についての苦情を本人や家族、介護者が気軽に言えるよ （適・不適）  

うな仕観みを整えていますか。  

（5）苦情相談の方法や対応手順を記載したマニュアルを整備していますか （適・不適  

（6）苦情記録簿を整備していますか。  （適・不適  

（7）実際にあった苦情及びその原因と対応策について、職員に周知するな（適t不適  

ど再発防止に努めていますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

Ⅱ－14 掲示（基準第33粂）  

（1）運営規程（料金表を含む）、苦情処理機関を掲示していますか。  （適・不適）  

不適合の場合の事由及び改善方法  

hint珍掲示とは、単に玄関等に表示していることではなく、より利用者や家族に対して周知  
しやすい方法（ファイルを玄関に置く、利用者に配布する等）や工夫をすることが大切  
です。  

Ⅱ－15 研修等による質の向上（基準第55粂）  

（1）サービスの貫の向上を図るため、計画的に研修を行い、研修内容や時間（適・不適）  

などを他の職員に報告したり、記録していますか。  

不適合の場合の事由及び改善方法  

hint汐職員研修等  
例）重度化防止に必要な理論・知識の習得、情報の共有、事例の検討 など  

ー10－  
－146－  
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舘護保険法  
改正す・キ・法律案し 二・三．・■  

厚生労働省老健局  

法及び老人   

介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制整備  
の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃れ対策など、所要の改正を行う。  

（業務中の管理体制）→・  （監査指導時） →（監査中の事業廃止等）→ （指定・更新時） →  （廃止時のサービス確保）  

事♯者の本部への  

検査権限がない  

こプ了こて早け害1、JJ組織的7‘ご   
関与か梓詔できない  

「一律」連座制の問題  

ニ組織的7fて市†丁畠rJ自薫   

に関んらデー一律連座  
＿上白治偉力指定取消石   

地両日病体イノ指定傾こトi   

適寅：ニ制析  

指定・更新  

の欠格事由  
本部への  

立入検査等  
の見直し  

：「ト事業所直廃止届をヰ   

後届出制から暮椚届   
出！臥、、また、立フ、   
検査中し二廃止碍を控   

し二軍育を指定・聖   
帝ト7ノ：ナこ格事l吊二重価   

指右肘消を貴けた事   

業者右 密捷な聞係に   

ある者に手業移行十   
てノ喝．†について、指   

－L・甘酢ノ‾）うこ枯ホ両   

∴追加  

紡たに事業者単位√  

税制上し一二法ノ育遵守  

し7ノ義薄れ愕H右他作  

さうtごノ上㍉  ⊇腋終電  

理体制の整傭を■狩  
且吐等   

木筆占∵J射卓二に こ  

た義務±寸1  

∴「正子」為・－し′7J租轟巾   

な関与て：∴疑て′′・′かンこ・碍   

∴くま、同、都道府射   
市町＝千■業者の本   

部への立入検査欄は  

二‥業汚管理1†制に関野   

う・．もろ場台悠．1軋   

胤■封印県．両町村二   

上ろ書業者に対する  

」リ■・ル′こ′連座戸朴叫i  

揖項す推指－、杢正  

行為への組線的な関  
与巾着無を確認し．  

自治体が指定・更新  

の可否を判断   

広域的㌔草葉帯㌧喝  

∴、ほ、周、都道府県  
市町付メ十分な情報  

共有と緊密な連搬  
刊こ対応   

・j事業廃止時げ十刃㌧－に   

‥′＼確悍に仔′も主星童   

の♯務を明確化   

・∴事美音え■一軒一亡∴滝   

悍ノノ義掃を果予して  

キ」、場育三 融吉   
∴トトハ宇内∴り加   

○行政が必睾に応じて   

事業者の実施する措   
行   

ゑ   

施行期眉：公布楓憎から凹一年以内の政令で澄める日   
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 な曇’磯帯琵行為蓬栄藍百＝，ニ防癒するとともに．利詞者損得腰選弁護事業運営滞遷屈瀧透腰ほ  

∈ニ法令遵守等の業務暦撃俸倒整備の鋼声  

小規模事業者  中規模事業者  大規模事業者  

届出先   

区 分   届 出 先   

① 指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者  厚生労働大臣   

②地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で、指定  市町村長   

事業所が同一市町村内に所在する事業者   

③①及び②以外の事業者   都道府県知事   

事業者の本部等への立入検査等  

○ 業務管理体制の整備状況や、事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため、事業者に  

対する報告徴収や、事業者の本社、事業所等に立入検査を行う。  

（業務管理体制整備♯務に違反した場合の流れ）  

シ㌘ 業務管理体制の整掛こ係る指導監督を行う培台、情報の相互提供なと事業所の指定権者と密接に連携の下に行うこととされている。   



ノ享計r■木温壁㍉犀尭凍翫一藩引満に∴J乳・イ牒沈痛漣葱用釧祁祇噂励酢蛸軌ナ描掛昭和礪機動パ頼   

政；－う′逃れを酌▼犯し′た転止昭止敵モ♪提出瑚緑こと．】利用者鼠£儒貢萎を回そ，。  

妄言宗戸頼h儲止ヰ「踵  覧止L払虹掛亘梅津  

ニ√1ヒゝ＝㌻  
＼←、＿．ノ 

■’・州 l▲－へ 
＼7′←・‥ll－∴n・ニーーニエL二‥▲  

廃止n休止後10日以内  
E問題点ヨ  

（‡）指窪取消等の処分前に廃止・休止層を提出されると、事業所が存在Lないため処分できない  
②事後届出制のため、利用者のサ回ビス確保がなされているかあらかじめ確認できない。．  

廃止卜休止届の提出  事業所の廃止・休止  

→  

1月以上前に届出  

【効果】  

①廃止・休止届が提出されても1ケ月間は事業所が存在するため、指定取消等の処分が可能になる。  
②利用者のサービス確保のための時間が確保される。  

※ 老人居宅生活支援事業、有料老人ホーム等老人福祉法上の廃止・休止届出についても合わせて同様の見直しを行う。  

処分逃れ対策②（立入検査中の廃止届の制限）  

○ 立入検査の日から10日以内に、指定権者が聴聞をするかしないか決定する日（聴聞決定予定日）   
を事業者に通知した場合、立入検査の日から聴聞決定予定日までの間に事業者が廃止届を提出し   

た者について、相当の理由がある場合を除き、指定・更新の欠格事由に追加する。  

立入検査  事業所の廃止  廃止届の提出  聴聞通知日  処分の日  

【問題点】  指定＋更新を拒否  

聴聞通知前に廃止届を提出されると、事業所が廃止されているため処分できない。  
※ 聴聞通知後の廃止届の提出は指定・更新拒否できる。  

聴聞決定予定日  
立入検査 用日以内  の通知  

聴聞決定予定日  
・聴聞通知日  

処分の日  廃止届の提出  

指定・更新を拒否  指言 妻守一左杵／   

【効果】  

監査中に指定取消処分を予想した事業者が廃止届を出すと、他の事業所の指定・更新が拒否される  

→ 処分逃れを防止   
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同Ⅶ法．んクル陶プ内で指定日更新が  

拒否される場合の例   

次のすべての要件に該当する場合t，．指定・更新が  

拒否される（要件はイメージ）．ユ  

（1）株式の所有等により申請者を実質的に支配する   
など申請者と同一法人グループであること  

（2）申請者と密接な関係にある法人であること  

（3）連座制が適用される取消事案であること  

×：指定・更新の拒否   

○：指定・更新が可能   

※ 申薄青と密接な関係にあるか否かは、指定・更新時に判断する。  

指定・更新の欠格事由の見直し①  

○ いわゆる連座制の仕組みは維持し、事業者の本部等への立入検査により、組織的な不正行為への  

関与がある場合は、他の事業所の指定・更新を拒否する。ただし、組織的な関与が確認されない場合  

等は、他の事業所の指定・更新を行う。  

イメージ  
現
行
の
仕
組
み
 
 
 

鶴 典  

弘 臨  
地の事業所の  

指定・更新の拒否  

ぬ 鴎  

鶏 鴎   
他の事業所の  

指定・更新の拒否  

ぬ 血  

不正行為への組織的関与有  

不正行為への細織的関与無   ぬ ぬ  
他の事業所は  
指定・更新  

ラた 指定取消事案が生じた場合、業務管理体制の指導監督を行う者は事業者の本部等′′・立入穣宜を行い、不正行卦一成塵閲的関与の有無及びいら凍る連圧制が   
適用される範眉を確定させるし  

「t   
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類型を区分する．こ～  

⑳緒寛層魔滑華誉  

摘要毛馬調－ヒ：ミj   

O訪問ブ1嶺 ○訪問表書筆（⊃訪問リハ（二場所介喜専   

0短簸乱入所 等   

【居住系りヒス】   
○特定旛設入居者生活力譲（香料老人ホーム等）  

唾儲靂屠暫雛コ臣’ァ  

妄在宅宗リ1ニブ〕  

【○吉日問舟誇‡○訪問高三室 0訪問リノ、l⊂j通所J†誌   

C－短宍日入所 等   

E居住系リーヒユ〕   

○指定施設入居者生活介護（宿料老人ホーム等）  

◎指定地輔車糖型サ凸ビス  
E在宅素月一ヒヌ】   

D夜間対応型訪問介護 等   

【居住系サーヒえ】   
○書忍知症共同生酒介言嚢（クルーフホーム）   

○地域密着型特定施設入居者生活介護 等  

指定地域密着型哲也監‘ノ累  
在宅系ヤーヒス］  

（つ夜間烹∃応型試問れ岩室 篭   

居住系ワーヒユ】  
0認知症共同生活プ′‘i億（クルーフホーム）  

○丑如或密着型特定施設入居者生活介護 等  

◎指定居宅介護支援  三◎指定居宅介護支援  

ニー阜垂介亘車重鯉  

◎介護者人保健施蘭  

◎指定介護療♯型医療施股  

※1いわゆる連座制は、上記の類型内で適用される。  
※2 同様の改正を、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスにおいても実施。  

事業廃止時の利用者のサービス確保対策  

○ 介護事業者に対し、事業廃止■休止時における継続的なサービス提供のための便宜提供を義務付   

ける。  

○ 厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長は、利用者に対するサービスが継続的に提供されるよう、   

関係者間の連絡調整、事業者に対する助言その他の援助を行うことができることとする。  

○ 介護事業者が義務を果たさない場合は、都道府県知事、市町村長が事業者に勧告→命令をするこ   
とができることとする。  

イメージ図  

利用者への継続的なサービ  
ス提供のための便宜提供  
（他事業所の紹介、介護支  
援専門員との連絡調整等）  

事  
業  
廃  
」上  

利用者のサービス継続のための措置  

届  
出  
の  
提  
出  

厚生労働大臣、都道府県  

知事、市町村長による援助  濠 止  

当該事業所の  
廃止■休止   

継続的な  
サ岬ビス確保   

（助言、相談窓口の設置等）  



苺 返還金等の囲般に√：沌～て、事績昏を簡素化L．・、飽方税め滞納処労働例によることを可能とするこた   

により、保険者が確轟に回収できるようにする。  

現行法   改正法   

内容   返還金及び加算金   返還金及び加算金を徴収金と位置付け   

法的性格   民事上の債権   公法上の債権  

（民法第703条、第704条）   （介護保険法第144条、  

地方自治法第231条の3）   

債権回収手段   民事上の執行手続（※1）   滞納処分（※2）   

債権の順位   一般債権と同列   国税、地方税の次   

※1市町村は裁判所に申し立て、裁判所又は執行官が強制執行等を行うこととなる。裁判費用、裁判に要する時間等様々なコストがかかるため、地方自治体が  
容易には使用しに〈い。  

※2 督促しても納付しない場合、財産の差押等一連の手続で不正に取得した介護報酬を強制徴収することとなる。  
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介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
）
 
 平

成
二
十
年
五
月
二
十
日
 
 

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
 
 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

一
、
業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
義
務
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
指
導
監
督
体
制
の
充
実
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
 
 

ス
事
業
者
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
増
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 
 
 

二
、
今
回
の
法
改
正
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
等
の
制
定
・
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
、
介
護
サ
ー
ビ
 
 

ス
事
業
者
等
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
聴
く
機
会
を
設
け
る
こ
と
。
 
 
 

三
、
．
次
期
介
護
報
酬
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
従
事
者
等
の
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
な
お
、
 
 

地
域
差
の
実
態
を
踏
ま
え
、
必
要
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
等
の
処
遇
に
配
慮
す
る
と
 
 

と
も
に
、
介
護
福
祉
士
等
の
専
門
性
を
重
視
し
、
有
資
格
者
の
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。
 
 
 

四
、
介
護
保
険
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
税
制
等
の
制
度
改
正
が
高
齢
者
世
帯
へ
与
え
る
影
響
を
十
分
踏
ま
え
対
応
す
る
こ
と
。
 
 
 

五
、
今
後
の
介
護
保
険
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
老
後
生
活
に
お
け
る
介
護
の
不
安
に
応
え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
 
 
 



ト
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
、
介
護
報
酬
の
引
上
げ
に
よ
る
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
を
含
め
、
十
分
な
検
 
 

討
を
加
え
る
こ
と
。
 
 
 

右
決
議
す
る
。
 
 
 




